
「知的財産推進計画２０１１」項目別進捗状況の概要 

（コンテンツ強化関連） 

 

知的財産戦略推進事務局 
 

１．項目別進捗状況の概要※ 

評価基準 評価項目数 全体に占める割合 

○：達成 208 93.3％ 

△：概ね達成しているが、

更に進める必要 
 15  6.7％ 

×：未達成   0  0.0％ 

合 計 223 － 
 

※ 「知的財産推進計画 2011」の工程表において、2011 年度中に実施するとしていた具体的取組に

ついて、各省からの進捗状況報告に基づき、現時点での進捗状況を踏まえて知的財産戦略推進

事務局として評価したもの。 

 

２．ヒアリング対象項目の進捗状況 

戦略Ⅲ．最先端デジタル・ネットワーク戦略 

No. 項  目 担当府省 評価

99 電子書籍の市場整備の加速化＜出版者の権利＞（短期・中期） 文部科学省

経済産業省

○

○

100 電子書籍の市場整備の加速化＜中間ファイル・フォーマット＞（短期） 総務省 

経済産業省

○

○

101 電子書籍の市場整備の加速化＜最終フォーマット＞（短期） 総務省 

経済産業省

○

○

102 電子書籍の市場整備の加速化＜デジタル教材＞（短期・中期） 文部科学省

総務省 

○

○

103 知的資産のアーカイブ化とその活用促進＜国会図書館のデジタル・アー

カイブ活用＞（短期） 

文部科学省

経済産業省

総務省 

○

○

○

104 知的資産のアーカイブ化とその活用促進＜国会図書館への電子納本＞

（短期） 

文部科学省

経済産業省

総務省 

○

○

○

105 知的資産のアーカイブ化とその活用促進＜放送番組の活用＞（短期） 総務省 

総務省 

○

○

106 知的資産のアーカイブ化とその活用促進＜アーカイブの活用＞（短期・

中期） 

文部科学省

総務省 

○

○

107 知的資産のアーカイブ化とその活用促進＜一定期間経過後の著作物の

活用＞（短期） 
文部科学省 ○

108 クラウド型サービスの環境整備（短期） 文部科学省 ○

111 インターネット上の著作権侵害の抑止＜国際的枠組の活用＞（短期） 文部科学省

経済産業省

○

○

112 インターネット上の著作権侵害の抑止＜違法サイト対策＞（短期） 総務省 

文部科学省

経済産業省

○

○

○

113 インターネット上の著作権侵害の抑止＜政府間協議等＞（短期） 経済産業省

文部科学省

総務省 

○

○

△

117 「コンテンツ特区」の創設(短期)   経済産業省 

総務省 

文部科学省 

○ 

○ 

○ 

127 プロバイダによる侵害対策措置の促進（短期・中期） 総務省 

総務省 

総務省 

○ 

○ 

○ 

132 著作権制度上の課題の総合的な検討＜保護期間、補償金等＞（短期） 文部科学省 △ 

133 著作権制度上の課題の総合的な検討＜権利制限の一般規定＞（短期） 文部科学省 ○ 

134 著作権制度上の課題の総合的な検討＜間接侵害＞（短期） 文部科学省 ○ 

戦略Ⅳ．クールジャパン戦略 

No. 項  目 担当府省 評価 

136 映像を通じた発掘・創造＜コンテンツファンド＞（短期） 経済産業省 △ 

137 映像を通じた発掘・創造＜国際共同製作＞（短期・中期） 経済産業省 

外務省 

総務省 

文部科学省 

○ 

○ 

○ 

○ 

139 対象国のニーズに即した展開戦略の策定（短期） 経済産業省 

国土交通省 

○ 

○ 

140 クールジャパン発信の仕組みの構築＜クリエイティブ・ディレクター＞（短

期） 経済産業省 ○ 

141 クールジャパン発信の仕組みの構築＜国内イベント＞（短期） 文部科学省 

総務省 

○ 

○ 

142 クールジャパン発信の仕組みの構築＜国際イベント＞（短期） 文部科学省 

農林水産省 

○ 

○ 

145 イメージ戦略の推進＜ポータルサイト、ロゴ・メッセージ＞（短期） 内閣官房 ○ 

146 イメージ戦略の推進＜世界文明フォーラム＞（短期） 文部科学省 ○ 

147 映像や放送の展開＜映像の海外展開＞（短期） 総務省 ○ 

148 映像や放送の展開＜国際放送＞（短期） 総務省 ○ 

151 東日本大震災を踏まえた日本のブランドイメージの回復＜食＞（短期） 農林水産省 ○ 

152 東日本大震災を踏まえた日本のブランドイメージの回復＜観光＞（短期) 国土交通省 ○ 

155 「クールジャパン大賞（仮称）」による顕彰（短期） 経済産業省 ○ 

156 クールジャパンのリピーターの拡大（短期） 国土交通省 ○ 

160 地理的表示保護制度の導入検討（短期） 農林水産省 ○ 

163 クールジャパン関連基盤の復旧・復興（短期・中期） 経済産業省 ○ 

166 クールジャパンに関する諸外国の規制の緩和・撤廃（短期・中期） 外務省 

経済産業省 

総務省 

文部科学省 

○ 

○ 

○ 

○ 

167 在外公館によるクールジャパンの支援強化（短期） 外務省 ○ 

168 クールジャパンに関する文化関係者のネットワーク形成（短期） 文部科学省 ○ 

172 若手クリエーターの育成＜アニメーター＞（短期） 文部科学省 ○ 

173 若手クリエーターの育成＜産学コンソーシアム＞（短期） 文部科学省 ○ 

174 若手クリエーターの育成＜アーティスト・イン・レジデンス＞（短期） 文部科学省 ○ 

175 クリエーターの裾野拡大＜クリエーターの学校訪問＞（短期） 文部科学省 ○ 

176 海外展開資金を供給する仕組みの創設（短期・中期） 経済産業省 △ 

178 国際共同製作促進の支援（短期・中期） 経済産業省 

総務省 

○ 

○ 

181 地域発コンテンツ製作支援の強化（短期） 総務省 ○ 

参考資料３ 



2012年3月31日時点
評価　○：達成、△：概ね達成しているが、更に進める必要、×：未達成

長　期

２．知財イノベーション競争戦略

71
地域中小企業の
ブランド構築支援
（短期）

地域における技術・伝統文
化を含めた優れた資源を用
いたブランド構築に向け、海
外の重点市場における情報
収集・発信を行う拠点の整備
も含め、地域中小企業に対
する支援策の強化について
検討を行い、必要な措置を
講ずる。

経済産業省

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業にお
いて、複数の中小企業が協働し、自
らが持つ素材や技術等の強み・弱
みを踏まえた戦略を策定し、当該戦
略に基づいて行う商品の開発や海
外見本市への出展等のプロジェクト
を支援することにより、中小企業の
海外販路開拓の実現を図った。
本年度は８0件の事業に交付決定を
実施した。

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業を通
じて2012年度も地域中小企業のブラ
ンド構築に対する支援を行う。

○

72

地域の食材を核
とした食文化の
ブランド構築（中
期）

地域における食材を核とした
食文化のブランドの構築に
向けた地域の取組を促進す
るため、商品開発と併せ、海
外への情報発信や知的財産
権の効果的活用を含めたブ
ランド戦略の策定を支援す
る。

農林水産省

地域における食材を核とした食文化
のブランドの構築に向けた地域の取
組を促進するため、地域の食材を活
用した特徴的な料理などについて、
地域団体商標、意匠といった知的財
産権の取得を目指す取組を支援し
た。

2011年度の取組を踏まえ、地域にお
ける食材を核とした食文化の活用・
創造を支援する。特に女性グループ
による伝統料理の見直しの取組を
重点化する。

○

地域関係者が連携した食文化のブ
ランド構築の取組を促進するため、
ブランド戦略策定支援を実施する必
要がある。

78

AI（アグリインフォ
マティクス）シス
テムの開発（短
期・中期）

世界に例のない新しい農業
の姿を目指し、情報技術を
用いて篤農家の技術・ノウハ
ウ（暗黙知）を農業者一般に
利用可能な形（形式知）に置
き換えるAI（アグリインフォマ
ティクス）システムを、そのシ
ステムが生み出す知的財産
の管理手法について検討し
つつ、開発する。

農林水産省

・農作業・環境情報・生態情報等の
データ計測・可視化のためのシステ
ム改良を実施し、農作業等情報の
蓄積を行うとともに、データマイニン
グ手法の基礎的データ解析を実施
した。
・ＡＩシステムが生み出す知的財産上
の諸問題を検討し、取りまとめた報
告書を作成した。
・ＡＩシステム実証事業（緑と水の環
境技術革命プロジェクト事業）に関
する2012年度予算を措置した。

2011年度の取組を踏まえ、データ取
得システム、データマイニング手法
の改善点の検討を行うとともに、ＡＩ
システムのうち、実用化レベルに達
した要素技術について、順次実証事
業を行い実用化を推進する。

○
各種データの連続計測、蓄積した各種データの解析及
びデータマイニング技術の開発並びにプロトタイプシス
テムの開発及びモデル農家での実証を実施。

農業現場で
のシステム
の試用・評
価を実施。

　「知財計画2010」からの継続施策

海外の重点市場における情
報収集・発信を行う拠点の
整備も含め、複数の中小企
業が連携し、それらの企業
が製造する商品についてブ
ランド構築をしつつ海外展開
を図る取組に対し、効率的な
支援策の検討を行い、必要
な措置を実施。

地域の生産者・飲食業を含めた関係者が連携した食文
化のブランド構築の取組を促進するため、新たな商品開
発の支援、海外への情報発信や意匠権・商標権の効果
的活用を含めたブランド戦略策定支援を実施。

評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

「知的財産推進計画２０１１」の実施状況

1



長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

外務省

・2011年10月の日中知的財産権
ワーキング・グループ、2011年11月
の官民合同訪中ミッションに参加
し、知財権対策の強化を要請した。
・中国などとの経済協議の開催に向
けた事前調整を実施した。

相手国の対応状況をフォローしつ
つ、知財権侵害対策の強化に向け
た働きかけを実施する。

〇

文部科学省

・2011年4月、11月の官民合同ミッ
ション、同8月の第2回日中インター
ネット知的財産保護シンポジウム及
び同10月の第3回日中知的財産権
ワーキング・グループに参加し、イン
ターネット上の著作権侵害の対策の
強化を要請した。
・2011年9月に日中著作権会議を実
施し、著作権侵害コンテンツの摘発
について効果的な対策を要請した。
・2011年9月に日韓間で著作権及び
著作隣接権分野における連携強化
に関する覚書を締結した。
・2011年12月に第3回日韓著作権
フォーラムを実施し、著作権制度の
現状と課題について意見・情報交換
を行った。

・日中、日韓との二国間協議を定期
的に実施し、両国との連携強化を推
進する。
・日中の著作権関係団体同士による
意見交換を行うセミナーを開催し、
関係団体同士の連携強化を図る。
・韓国文化体育観光部との間で覚書
に基づく協力分野に係る具体的な活
動についての検討を行い、両国間で
合意を図る。

○

経済産業省

・2011年4月、中国において最も模
倣品の製造・流通が多い地域の一
つである広東省にハイレベルミッショ
ンを派遣し、広東省幹部との会談で
地方における知的財産保護強化の
協力枠組みの構築について意見交
換し賛同を得た。
・2011年10月に第3回日中知的財産
権ワーキング・グループを神戸で、
2012年1月に第2回模倣品事務ワー
キング・グループを東京で開催し、イ
ンターネット上の模倣品・海賊版問
題、執行当局の取締り強化、知的財
産権関連法の執行・運用の徹底等
について、日本側より提案を行うとと
もに、産業財産権分野における協力
推進について認識の共有を図った。

・二国間協議の場で、知的財産侵害
対策の強化と継続を中国政府に働
きかける。
・CODAの動画投稿サイトに対する
違法コンテンツに対する削除要請の
本格的稼働を促す。

○

警察庁

・2011年10月、第3回日中知的財産
権ワーキンググループに参加し、日
本における知的財産権侵害事犯の
現状と問題点について説明を行い、
中国を発信地とするインターネット上
の知的財産権侵害情報を提供し、
偽ブランド品広告サイトの削除及び
取締りを求めた。
・外国を発信地とするインターネット
上の知的財産権侵害情報を、中国
等の外国当局に提供し、偽ブランド
品広告サイトの削除及び取締りを求
めた。

中国といった外国当局に対して、違
法サイトに関する情報提供を行い、
当該サイトの削除措置を促す。

○98

二国間協議を通
じた知財権侵害
対策の強化
（短期）

侵害発生国・地域の政府に
対し、協力関係を深めつつ、
工業製品、コンテンツ、農林
水産物に係る具体的な侵害
状況を踏まえた模倣品・海賊
版対策の強化を働き掛け
る。

各産業界からの要望を踏ま
え、侵害発生国・地域と様々
な協議（以下参照）の場を通
じ、関係f府省で連携しつつ、
模倣品・海賊版といった知財
侵害への対策の強化に向け
た要請や協力を実施。相手
国の対策状況をフォローし
以後の働きかけに活用。
　－日中ハイレベル経済対話
　－日中経済パートナーシップ
協議
　－日韓ハイレベル経済協議
　－日韓経済局長協議

権利者・関係団体からの要
望を踏まえ、日中著作権協
議・日韓著作権協議をはじ
めとした交渉・協議の場を通
じて、著作権侵害対策の強
化に向けた要請や協力を実
施。相手国の対策状況を
フォローし以後の働きかけに
活用。

各産業界からの要望を踏ま
え、日中知的財産権ワーキ
ング・グループ、模倣品事務
ワーキング・グループの場や
知的財産保護官民合同代表
団の派遣を通じ、模倣品・海
賊版といった知財侵害への
対策の強化に向けた要請や
協力を実施。相手国の対策
状況をフォローし以後の働き
かけに活用。

・経済産業省と連携しつつ、
中国関係機関との情報提供
スキーム構築に向けた取組
を実施。
・中国捜査当局との定期協
議において、情報提供を
行った違法サイトの閉鎖状
況及び取締状況の確認を実
施。

相手国との協力関係を深めつつ、知
財権侵害対策の強化を働き掛ける

必要がある。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

国土交通省

・2011年11月の日中造船・舶用工業
工作者交流会の開催を支援し、日
中の関係団体間で合意されたMOU
（舶用純正品の使用に関する合意
書）の締結を支援した。
・啓発リーフレットの作成・配布、模
倣品講習会の実施や被害実態調査
を行った。
・JASMEA純正品ラベルの普及支
援、舶用工業製品純正品確認マ
ニュアルの普及支援をはじめとした
関係団体の模倣品対策活動の支援
を行った。

官民の連携を強化し対策を推進す
る必要がある。

○

農林水産省

・関係府省と協力し、模倣品・海賊
版対策の強化の働きかけを実施し
た。
・地方自治体や農林水産業の関係
団体が参加する「農林水産知的財
産保護コンソーシアム」において、海
外における商標の監視、日本産農
林水産物等の模倣品・偽装品の現
地調査を実施した。

関係府省と協力し、模倣品・海賊版
対策の強化の働きかけを実施する
とともに、海外における商標の監
視、日本産農林水産物等の模倣品・
偽装品の現地調査を実施する。

○

総務省

中国政府や動画投稿サイト事業者
に対して放送コンテンツのインター
ネット上の不正流通対策等に関する
働きかけを実施した。

関係府省と協力し、模倣品・海賊版
対策の強化の働きかけを実施する。

○

二国間協議を通
じた知財権侵害
対策の強化
（短期）

侵害発生国・地域の政府に
対し、協力関係を深めつつ、
工業製品、コンテンツ、農林
水産物に係る具体的な侵害
状況を踏まえた模倣品・海賊
版対策の強化を働き掛け
る。

日中両国間の協力体制の構
築・定期的協議の開催を視
野に、中国政府との政策対
話及び同国関連業界団体と
の意見交換を通じて、船舶
関連機器の模倣品による被
害の実態把握及び被害を軽
減させるための対策に関す
る議論を実施。

財務省

・途上国税関に対し、知的財
産権侵害物品の水際取締能
力の構築を支援するため、
世界税関機構と協力し、我
が国専門家を派遣する技術
協力を実施。実施状況を踏
まえ、必要な協力を検討、実
施。
・日中韓知的財産作業部会
の場を活用し、引き続き日中
韓３か国税関において知的
財産権侵害物品に係る情報
交換を実施。実施状況を踏
まえ、必要な協力を検討、実
施。
・侵害発生国・地域の税関当
局との間で、知的財産権侵
害物品の水際取締りの強化
を目的とした情報交換を含
む協力を促進する税関相互
支援協定の締結に向けた取
組を実施。

・2011年10月、日中韓3カ国税関と
世界税関機構が協力して、IPRセミ
ナー（於韓国）を開催した。
・2011年11月、ASEAN諸国から税関
当局職員6名（カンボジア・インドネシ
ア・マレーシア・ミャンマー・フィリピ
ン・ベトナム）を受け入れ、知的財産
の水際取締りに係る総合的な能力
構築支援を行った。
・2011年10月、日中韓関税局長長
官会議の枠組みの下、日中韓知的
財産作業部会を開催し、知的財産
侵害物品の水際取締りに係る情報
交換及び協力要請を行った。
・2012年3月、中国税関職員10名を
受入れ、知的財産の水際取締りに
係る総合的な能力構築支援を行う。
・情報交換を継続的に実施する。

日中韓知的財産作業部会の場を活
用し、３カ国間における情報交換の
さらなる促進を目指す。

○

関係府省と協力し、模倣品・
海賊版対策の強化の働きか
けを実施。

関係府省と協力し、模倣品・
海賊版対策の強化の働きか
けを実施。

3



長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

３．最先端デジタル・ネットワーク戦略
　　「知財計画２０１１」本文記載の施策

文部科学省

・2011年12月、「電子書籍の流通と
利用の円滑化に関する検討会議報
告」を取 とりまとめ、「出版者への権
利付与」に関する今後の検討の方
向性を示した。
・当該報告を踏まえ、文化庁におい
て「出版者への権利付与」に係る法
制面における課題の整理等を目的
とした検討の場を設けた。

「電子書籍の流通と利活用の円滑
化に関する検討会議報告」において
必要とされた「出版者への権利付
与」に係る検証・検討を実施するとと
もに、当該検証・検討結果を踏まえ
て権利付与の具体的な在り方につ
いて検討を実施する。

○
「出版者への権利付与」について早
急に結論を得た上で、必要な措置を
実施する必要がある。

経済産業省

電子出版物等の契約円滑化を図る
ため、民間有識者からなる委員会を
開催し、国内外のコンテンツ配信に
関連する制度や、ビジネスモデルの
整理を行うとともに、コンテンツ配信
プラットフォームを用いた実証実験を
行い、海外向け配信ビジネスで必要
となる様々な要素の検証と課題の
抽出を行い、実証実験により電子出
版物の契約円滑化モデルを開発し、
Webページ上の公開により利用を促
進した。

実証実験の結果を踏まえ,電子出版
物の契約円滑化モデルに関する更
なる利用を促進する。

○
実証実験の結果を踏まえ,電子出版
物の契約円滑化モデルの更なる利
用を促進する必要がある。

総務省

・2011年５月、新ＩＣＴ利活用サービ
ス創出支援事業（電子書籍交換
フォーマット標準化プロジェクト）に関
する成果報告を公表した。同年６
月、事業評価会を開催し、民間有識
者に事業成果の評価及び普及展開
に当たっての意見を聴取し、結果を
公表した。
・検討会議の参加などを通じ、関係
府省と連携し、取組への協力・支援
を行った。

関係会議への出席、情報収集など
を通じ、関係者との連携を図り、新Ｉ
ＣＴ利活用サービス創出支援事業の
事業成果（技術標準、各種ルール）
を普及促進する。

○
2011年度の成果を踏まえ、電子書
籍交換フォーマットの普及展開を推
進していく必要がある。

経済産業省

・中間（交換）フォーマットの普及促
進のため、民間有識者からなる委員
会を開催し、交換フォーマット運用ガ
イドラインを策定し、印刷会社などに
よる評価実験においてガイドライン
の実効性の検証を行うとともに、印
刷会社向け説明を行い、印刷会社
へガイドラインの周知を図った。
・2012年2月に出版社を対象とした
セミナーを開催し、同年2月末に上
記検討結果に係る報告書を公表し
た。

交換フォーマットの普及促進に向け
て、関係府省との連携を図りつつ、
必要に応じて対応を行う。

○
交換フォーマット運用ガイドラインの
普及促進を進める必要がある。

総務省

・2011年５月、新ＩＣＴ利活用サービ
ス創出支援事業（EPUB日本語拡張
仕様策定）に関する成果報告を公表
した。また、同年６月に事業評価会
を開催し、民間有識者に事業成果
の評価及び普及展開にあたっての
意見聴取し、その結果を公表した。
・W3Cでの標準化においては、2011
年６月に日本でフォーラムを開催し、
国内の出版・印刷等の業界関係者
側の要望を整理し、提案を実施し
た。
・2011年10月11日、ＩＤＰＦにおいて、
W3Cにおける縦書きレイアウトの基
本機能に関する仕様と新ＩＣＴ利活
用サービス創出支援事業（ＥＰＵＢ
日本語拡張仕様策定）の成果を参
照・反映したEPUB3.0が最終確定し
た。
また、 EPUB3.0の普及促進に係る
課題整理・解決方策の検討を行う。
加えて、2012年3月にW3Cと連携し
たイベントを開催し、縦書きレイアウ
トの実装の促進を図った。

関係会議への出席、情報収集など
を通じ関係者との連携を図り、新ＩＣ
Ｔ利活用サービス創出支援事業の
事業成果（技術標準、各種ルール）
を普及促進するとともに、W3Cにお
いて縦書きレイアウトに関する我が
国からの要望を踏まえた標準化を
推進する。

○

EPUB3.0を普及促進するとともに、海
外フォーラム標準における縦書きレ
イアウトに関する仕様策定を継続的
に推進する必要がある。

経済産業省
最終フォーマットについて、各所で
説明を行うなど、周知活動を行っ
た。

関係府省と連携し、最終フォーマット
周知に向けた取組を支援する。

○
関係業界に対する普及促進の継続
的な取組が必要である。

電子書籍の市場
整備の加速化

電子出版ファイルフォーマッ
ト（中間（交換）フォーマット）
の普及促進のため、中小企
業に対する支援として、
フォーマット運用ガイドライン
案の策定及び検証を実施。

99

電子出版に関し、出版者の
権利の在り方の検討も含
め、著作者と出版者間の契
約の促進を支援する。
(短期)

出版者の権利の在り方につ
いて「電子書籍の流通と利
用の円滑化に関する検討会
議」において検討を行い、一
定の結論。

左記結論に基づき、必要
な措置を実施。

101

海外のフォーラム標準である
最終フォーマットについて、
アジアを中心とする各国と連
携して、縦書きやルビを含む
日本語対応を可能とする。
 (短期)

海外のフォーラム標準（ＩＤＰＦのＥＰＵＢやW3C）の改訂
に際し、各国にも働きかけながら、縦書き・ルビといった
日本語組版仕様を反映。

日本語に対応した最終
フォーマットについて関係業
界に周知。

実証実験により、電子出版
物の契約円滑化モデルを開
発し、その利用を促進。

100

様々な端末・プラットフォーム
で電子書籍が利用可能とな
るよう、日本語の縦書きやル
ビに対応した、中間ファイル・
フォーマットを策定し、その普
及を図るとともに、中小企業
の対応を支援する。
(短期)

新ＩＣＴ利活用サービス創出
支援事業（電子出版の環境
整備）により策定した様々な
端末・プラットフォームで電子
書籍が利用可能となる中間
ファイル・フォーマットについ
て普及展開を推進。

4



長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

文部科学省

・「学びのイノベーション事業」におい
て、文部科学省が開発したデジタル
教科書・教材（国語、算数、外国語
活動）を活用した指導方法を開発し
た。
・小学校（社会、理科）、中学校（国
語、数学、英語）のデジタル教科書・
教材及び特別支援学校に在籍する
児童・生徒の障害の状況に応じた教
材を開発した。

・中学校（社会、理科）のデジタル教
科書・教材を開発する。
・小学校（国語、算数、外国語活動）
のデジタル教科書・教材を活用した
指導方法の開発と効果の検証を継
続して実施する。
・小学校（社会、理科）、中学校（国
語、数学、英語）のデジタル教科書・
教材及び特別支援学校に在籍する
児童・生徒の障害の状況に応じた教
材を活用した指導方法の開発と効
果の検証を行う。

○

これまでの実証研究の成果を踏ま
え、児童生徒１人１台の情報端末と
学習者用デジタル教科書・教材を活
用した指導方法の開発や効果の検
証を進める必要がある。

総務省

これまでの小学校10校に新たに中
学校8校、特別支援学校２校を追加
して「フューチャースクール推進事
業」の実証研究を実施し、文部科学
省が開発したデジタル教科書・教材
（小学校（国語科、算数科、外国語
活動、社会科、理科）、中学校（国語
科、数学か、外国語科（英語））につ
いて、各実証校の端末等へのインス
トールへの協力やデジタル教科書・
教材を活用した指導方法の開発に
必要な実践のためのＩＣＴ環境の運
用など文部科学省の「学びのイノ
ベーション事業」が実施できるように
協力した。

「フューチャースクール推進事業」を
継続し、文部科学省の「学びのイノ
ベーション事業」の取組に協力する。

○

これまでの実証研究の成果を踏ま
え、文部科学省と連携し、児童生徒
１人１台の情報端末と学習者用デジ
タル教科書・教材を活用した指導方
法の開発や効果の検証を進める必
要がある。

文部科学省

・2011年12月に「電子書籍の流通と
利用の円滑化に関する検討会議報
告」を取りまとめ、国立国会図書館
から公立図書館などへの送信サー
ビスの実施に係る制度改正を含め
た必要な措置を行うことが適当とさ
れた。
・報告を踏まえ、当該送信サービス
の実施に係る制度改正を含めた必
要な措置を行うための準備作業に
着手した。

国立国会図書館から公立図書館な
どへの送信サービスの実施に係る
制度改正を含めた必要な措置を行
う。
また、当該送信サービスの具体的な
運用に係るルールを定めるための
関係者協議に対する支援を行う。

○

国立国会図書館からの送信サービ
スの実施に係る法改正を早急に
行った上で、サービスの拡大に係る
検討に着手する必要がある。

経済産業省
上記検討会議の参加を通じ、関係
府省と連携し、取組への協力・支援
を行った。

関係府省と連携し、取組への更なる
協力・支援を行う。

○
関係府省と連携し、関係者の合意に
よるルール設定に向けた取組への
協力・支援を行う必要がある。

総務省

・2011年５月、新ＩＣＴ利活用サービ
ス創出支援事業（図書館デジタルコ
ンテンツ流通促進プロジェクト）に関
する成果報告を公表した。また、同
年６月に事業評価会を開催し、民間
有識者に事業成果の評価及び普及
展開に当たっての意見を聴取し、結
果を公表した。公立図書館における
電子書籍の利活用を促すガイドライ
ンについて、図書館総合展や関係
団体向け講演会での周知・普及を
行った。
・検討会議の参加を通じ、関係府省
庁と連携し、取組への協力・支援を
行った。

関係会議への出席、情報収集を通
じて関係者との連携を図り、新ＩＣＴ
利活用サービス創出支援事業の事
業成果（技術標準、各種ルール、ガ
イドライン）を普及促進する。

○
関係者との連携を図り、2011年度の
成果の普及促進を進める必要があ
る。

文部科学省

国立国会図書館や関係府省との間
において、電子納本制度に係る検
討の進捗状況について情報を共有
するなど連携を図った。

電子納本された出版物の利用に係
る適切なルール設定が行われるよ
う、国会図書館や関係府省との連携
を図りつつ、必要に応じて対応を図
る。

○

電子納本された出版物の利用に係
るルール設定が行われるよう、図書
館関係者と著作者、出版者との協議
に向けた取組を支援する必要があ
る。

経済産業省
検討会議の参加を通じて関係府省
と連携し、ルール設定の取組への
協力・支援を行った。

国立国会図書館への電子納本に向
けて、関係府省と連携し、ルール設
定の取組を支援する。

○

国立国会図書館への電子納本に向
けて、関係者の合意によるルール設
定の取組を更に支援する必要があ
る。

総務省
検討会議の参加を通じて関係府省
と連携し、ルール設定の取組への
協力・支援を行った。

国立国会図書館への電子納本に向
けて、関係府省と連携し、ルール設
定の取組を支援する。

○

国立国会図書館への電子納本に向
けて、関係者の合意によるルール設
定の取組を更に支援する必要があ
る。

電子書籍の市場
整備の加速化

知的資産のアー
カイブ化とその活
用促進

103

我が国の知的インフラ整備
の観点から、国立国会図書
館が有する過去の紙媒体の
出版物のデジタル・アーカイ
ブの活用を推進する。具体
的には、民間ビジネスへの
圧迫を避けつつ、公立図書
館による館内閲覧や、イン
ターネットを通じた外部への
提供を進めるため、関係者
の合意によるルール設定と
いった取組を支援する。
(短期)

「電子書籍の流通と利用の
円滑化に関する検討会議」
において検討を行い、一定
の結論。

左記結論に基づき、必要
な措置を実施。

関係府省と連携しつつ、関
係者の合意によるルール設
定の取組を支援。

関係府省と連携しつつ、関
係者の合意によるルール設
定の取組を支援。
また、策定した公立図書館
における電子書籍の利活用
を促すガイドラインの普及・
展開を推進。

104

国立国会図書館への電子納
本を可能にするため、例え
ば、電子書籍として市場で配
信されたものは、館内閲覧
に限るというルール設定の
検討をはじめとした取組を支
援する。
(短期)

図書館関係者と著作者、出
版者との協議により、電子納
本された出版物の利用に係
る適切なルール設定が行わ
れるよう支援。

関係府省と連携しつつ、関
係者の合意によるルール設
定の取組を支援。

102

デジタル教材の円滑な導入
を進めるため、教材開発や
指導方法に関する研究・開
発を進め、その成果を普及
する。
(短期・中期)

児童生徒一人一台の情報端末やデジタル機器の活用に向け、「学び
のイノベーション事業」において、学校種、発達段階、教科に応じ、モ
デルコンテンツの開発や、デジタル教科書・教材、情報端末を利用し
た指導方法の開発に関する総合的な実証研究を実施。2011年度は、
小学校10校、中学校８校、特別支援学校２校で実施。

「学びのイノ
ベーション事
業」の成果
を普及。

「フューチャースクール推進事業」の実証研究を行い、タブレットＰＣ
（全児童１人１台）やインタラクティブ・ホワイト・ボード（全普通教室１
台）の情報通信機器を使ったネットワーク環境を構築した実証校にお
いて、デジタル教科書・教材を利用した指導方法の開発を行う文部科
学省の「学びのイノベーション事業」が実施できるよう協力。2011年度
においては、これまでの小学校10校に新たに中学校8校、特別支援学
校２校を追加して実施。

デジタル教
科書・教材
を利用した
指導方法の
開発といっ
た成果を普
及するため
の文部科学
省の取組に
協力。

5



長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

NHKは業務の実施基準の見直しを
行い、2011年10月、総務大臣に対し
て認可申請した。総務省は、申請の
審査結果について、パブリックコメン
トの結果も踏まえて2012年1月に電
波監理審議会に諮問し、実施基準
の変更を認可した。

業務の実施基準は、2014年1月を目
途に見直すこととされており、NHKに
よる検討を踏まえ、必要に応じて所
要の措置を講ずる。

○
NHKによる業務の実施基準の見直
しを踏まえ、必要な措置を実施する
必要がある。

民間の放送番組のアーカイブ拡充
の際の課題となる権利処理に関し、
支払関連業務の省力化に係る実証
実験及び不明権利者探索の調査を
実施した。

民間の放送番組のアーカイブ拡充
に向けた権利処理に関する実証実
験について、必要な措置を実施す
る。

○
これまでの成果を検証し、権利処理
に関する実証実験について、更なる
取組を進める必要がある。

文部科学省

メディア芸術に関し、作品情報・所在
情報等に関するメタデータの検討を
行うとともに、データベースの整備に
向け情報収集を行った。

メディア芸術デジタルアーカイブ事業
を継続して実施し、メディア芸術作品
の作品情報・所在情報等に関する
データベースの整備を推進する。

○

メディア芸術作品に関する情報の
データベースを整備し、優れたメディ
ア芸術作品のデジタルアーカイブ化
を実施するとともに、アーカイブ間の
連携を推進する必要がある。

総務省

・図書館、美術館・博物館、公文書
館等関係者を構成員とする「知のデ
ジタルアーカイブに関する研究会」
において検討を行い、2011年度末ま
でに、研究会の提言のとりまとめ及
びデジタルアーカイブの電子共有・
利用を進めるための技術的課題に
関する指針を策定した。
・国立国会図書館と連携して、東日
本大震災のデジタルデータを一元的
に検索・利用できるポータルサイト
構築のための検討を行った。

・国立国会図書館と連携して、東日
本大震災のデジタルデータを一元的
に検索・利用できるポータルサイトを
構築する。
・関係者との連携を図るとともに、関
係省庁と連携し、取組を推進する。

○

知のデジタルアーカイブの電子共
有・利用を進めるための技術的課題
に関する指針について普及・促進を
図るとともに、国立国会図書館と連
携して、東日本大震災のデジタル
データを一元的に検索・利用できる
ポータルサイトを構築する必要があ
る。

107

国立国会図書館の書籍や、
放送番組をはじめとした様々
なアーカイブの活用のため、
一定期間を経過した著作物
に関し、一層円滑な権利処
理を促進する。
 (短期)

文部科学省

・放送事業者による過去の放送番
組利用のため、関係者間のルール
形成に取り組み、権利者不明の場
合の文化庁長官裁定の利用促進を
図った。また、2011年12月に「電子
書籍の流通と利用の円滑化に関す
る検討会議報告」を取りまとめ、「出
版物の権利処理の円滑化」に係る
基本的な考え方を示した。
・分野毎のルール形成促進のため
の協議を促すとともに、権利者不明
の場合の文化庁長官裁定による利
用促進に取り組んだ。また、上記報
告を踏まえ、更なる出版物の権利処
理の円滑化に向けた関係者協議に
対する支援等の必要に応じた対応
を図った。

・分野毎のルール形成促進のため
の協議を促すとともに、権利者不明
の場合の文化庁長官裁定による利
用促進に取り組む。
・「電子書籍の流通と利用の円滑化
に関する検討会議報告」を踏まえ、
更なる出版物の権利処理の円滑化
に向けた関係者協議に対する支援
といった必要に応じた対応を図る。

○

一定期間を経過した著作物に関し、
円滑な権利処理を促進するため、
「電子書籍の流通と利用の円滑化に
関する検討会議報告」で示された
「出版物の権利処理の円滑化」に係
る基本的な考え方に基づき、必要な
措置を実施する必要がある。

108
クラウド型サービ
スの環境整備

我が国におけるコンテンツの
クラウド型サービスの環境整
備を図るため、法的リスクの
解消も含め、著作権制度上
の課題について整理し、必
要な措置を講ずる。
(短期)

文部科学省

2011年7月より「クラウドコンピュー
ティングと著作権に関する調査研
究」を実施し、報告書を取りまとめ、
2012年1月の文化審議会著作権分
科会法制問題小委員会において報
告した。

「クラウドコンピューティングと著作権
に関する調査研究」報告書の内容も
踏まえ、文化審議会著作権分科会
法制問題小委員会における私的使
用のための複製の権利制限に係る
課題等の議論と合わせて検討を実
施する。

○

「クラウドコンピューティングと著作権
に関する調査研究」報告書を踏ま
え、法制問題小委員会において検
討を実施し、早急に結論を得る必要
がある。

109
プラットフォーム
の競争環境整備

プラットフォームに関し、国際
的な動向の情報収集を図り
つつ、競争の実態を注視す
る。
（短期・中期)

公正取引委員会

・国内外の電子書籍の取引の現状
及び今後の動向に関し、資料収集
を行うとともに関係事業者・事業者
団体からヒアリングを行った。
・ソーシャルゲームのプラットフォー
ム事業者が、ゲーム提供事業者に
対し他の特定のプラットフォームに
ゲームを提供させないようにしてい
た事件について、排除措置命令を
行った。

関係事業者からのヒアリング、諸外
国の当局との情報交換を通じて、国
際的な動向の情報収集を図るととも
に、競争の実態を把握し、注視す
る。

○

コンテンツ事業者やプラットフォーム
事業者といった、関係業者との意見
交換やヒアリングを行うなどにより情
報収集に努めるとともに、競争の実
態を注視する必要がある。

知的資産のアー
カイブ化とその活
用促進

クラウド型サービスの著作権法上の位置付けや課題に
関し、調査・分析を実施し、その結果を踏まえ、必要な措
置を実施。

関係事業者からのヒアリング、諸外国の当局との情報交換を通じて国際的な動向
の情報収集を図るとともに、競争の実態を把握し、注視。

民間の放送番組のアーカイ
ブの拡充について、取り組む
べき課題に関する関係者に
よるコンセンサスの形成を促
すとともに、必要な支援策を
とりまとめ、順次措置を実
施。

106

知的資産のアー
カイブ化とその活
用促進

マンガ、アニメ、映画、図書と
いった様々なコンテンツの
アーカイブの活用を促進する
ため、各機関におけるアーカ
イブ充実のための支援を行
う。また、諸外国のアーカイ
ブとの連携も視野に入れつ
つ、各アーカイブをネットワー
ク化し、一元的なデータベー
スを整備する。
(短期・中期)

メディア芸術に関し、作品に関する情報のデータベース
を整備し、アーカイブ間の連携を推進。

一元的にアクセス可能な
データベースの充実を推
進。

公文書、図書、美術品といっ
た知のデジタルアーカイブの
電子共有・利用を進めるた
めの技術的課題に関する指
針を策定。

権利者不明な場合の文化庁長官の裁定による利用促
進を行う。また、円滑な権利処理が図られるよう、民間に
おける関係者間のルール形成が促進されるよう支援。ま
た、国立国会図書館の書籍については、一定期間を経
た著作物利用促進の観点から必要な措置を検討し、実
施。

105

ＮＨＫオンデマンドをはじめと
したインターネットを通じた放
送番組の配信に関する財源
の在り方の検討を含め、ＮＨ
Ｋの番組資産の活用を促進
する。また、民間の放送番組
については、そのアーカイブ
の一層の拡充に向けた取組
を支援する。
(短期)

総務省

NHK放送番組のインターネッ
ト配信に伴う課題を整理し、
2011年11月を目途にNHKが
行う番組資産の活用促進に
向けた見直しを促進。

NHKによる見直しを踏ま
え、必要な措置を実施。

6



長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

総務省

・効率的に裸眼立体映像を伝送する
ための符号化技術については、
MPEG 3DVの標準化活動に寄与す
るとともに、次世代の表示技術に対
応した符号化方式の検討に着手し
た。また、立体映像を1時間程度視
聴した際の疲労感評価実験結果を
取りまとめ、セミナーを開催した。
・「3次元映像標準テストコンテンツ」
については無償配布を継続して実
施した。
 ・3D映像の識別子の標準化につい
ては、2011年12月に最終国際規格
案(FDIS)となった。3D標準映像・評
価手法の標準化については、2011
年9月のITU-R SG6会合にて日本か
ら快適視聴に関する基本的考え方
等の提案を実施した。
・2012年2月のMPEG会合に出席し、
３DVの標準化に寄与した。疲労評
価実験結果を2月の学会の研究会
で発表するとともに、報告書をweb
ページで一般に公開した。

・MPEG 3DV における標準化活動に
引き続き寄与し、日本提案技術の採
用に向けて活動を推進する。また、
次世代表示技術に対応した映像取
得技術の開発と、その符号化技術
の原理検証を行う。
・疲労感評価実験結果については、
国際学術会議で発表するとともに、
2013年4月にITUに提出する方向で
テクニカルレポートを作成する。さら
に、被験者を拡大した追加評価実験
を実施する。
・「３次元映像標準テストコンテンツ」
については、無償配布を引き続き実
施する。3D標準映像・評価手法の標
準化については、3Dテレビに関する
検討会やARIBにおいて検討を行う。
・ 3D映像の識別子は6月にISO/IEC
国際規格(IS)となり、標準化が完了
する。

○

３D映像の快適な視聴に向けた標準
化を通じて、今後も3D映像の普及拡
大及び人財育成の支援に向けた取
組みを行う必要がある。

経済産業省

2011年度デジタルコンテンツEXPO
において国内外の３Dコンテンツ制
作者によるシンポジウムを開催し、３
Dコンテンツの制作技術の普及・人
材育成を実施した。

デジタルコンテンツEXPOをはじめと
した場を活用し、３Dコンテンツの制
作技術の普及・人材育成を実施す
る。

○
今後も３Dコンテンツの制作技術の
普及及び人財育成を実施していく必
要がある。

文部科学省

・2011年4月、11月の知的財産保
護官民合同訪中代表団、同8月
の第2回日中インターネット知的
財産保護シンポジウム及び同10
月の第3回日中知的財産権ワー
キング・グループに参加し、イン
ターネット上の著作権侵害の対
策の強化等を要請した。
・2011年9月に日中著作権会議を
実施し、著作権侵害コンテンツの
摘発等について効果的な対策を
要請した。
・2011年9月に日韓間で著作権及
び著作隣接権分野における連携
強化に関する覚書を締結した。
・2011年12月に第3回日韓著作
権フォーラムを実施し、著作権制
度の現状と課題について意見・
情報交換を行った。
・2011年10月に「著作権・著作隣
接権に係るＷＩＰＯアジア地域会
合」を実施し、各国の著作権制度
の現状と課題について情報・意
見交換を行った。

・日中、日韓との二国間協議を定
期的に実施し、両国との連携強
化を推進する。
・中国国家版権局との間で覚書
に基づく協力として、日中の著作
権関係団体同士による意見交換
等を行うセミナーを開催し、関係
団体間の連携強化を図る。
・韓国文化体育観光部との間で
覚書に基づく協力分野に係る具
体的な活動についての検討を行
い、両国間で合意を図る。
・ＷＩＰＯとの協力事業をはじめと
した国際的枠組において情報交
換を実施する。

〇

民間から被害状況を聴取しつつ、
様々な協議において著作権侵害コ
ンテンツ対策の強化を強く働きかけ
る必要がある。

経済産業省

2011年４月と11月にCODA（一般社
団法人コンテンツ海外流通促進機
構）とKOFOCO（韓国 著作権団体連
合会）が著作権侵害対策に係る覚
書の締結を支援した。

CODAとKOFOCOとの更なる連携体
制を強化すべく定期協議の開催を
支援する。
また、中国との連携体制の構築につ
いては、CODAや関係府省とともに
検討を深め、結論を得る。

〇

著作権侵害関連の情報交換の体制
について、日韓間はCODA－
KOFOCOとの連携体制を軸に更に
強化するとともに、日中間の協力体
制を早急に構築することが必要であ
る。

インターネット上
の著作権侵害の
抑止

111

インターネット上でグローバ
ルに流通する著作権侵害コ
ンテンツを抑止する観点か
ら、正当な権利者に関する
情報を共有する仕組みを構
築するため、国際的枠組で
の検討を進める。
(短期)

海賊版による著作権侵害発生国における法整備、取締
り強化を要請するため、著作権担当部局と定期的に協
議を実施。また、WIPOとの協力事業をはじめとした国際
的枠組において情報交換を実施。

「日中韓文化コンテンツ産業フォーラム」といった場を活
用し、著作権侵害関連の情報交換を日中韓のコンテン
ツ担当局で密接に実施。

110 ３Ｄ映像の促進

ＮＨＫや民間事業者による３
Ｄ映像放送を拡大することを
はじめとして３Ｄコンテンツの
普及のための取組として、安
全基準の策定、制作技術の
普及及び人財育成を進め
る。
(短期)

我が国放送における3D映像放送の拡大を図るため、以
下の措置を実施。
3Dコンテンツ及び制作技術の普及に向け、目が疲れにく
い立体映像表示技術、リアルタイムの立体映像通信の
実現を念頭とした符号化技術といった研究開発の実施
とともに、3D映像の識別子の国際標準化を推進。また、
安全基準の策定に役立てるため、立体映像が人に及ぼ
す疲労感・違和感・没入感の定量評価や3D標準映像・
評価手法の標準化、安全ガイドラインを検討、併せてそ
れらの成果に関するセミナーの開催による人材育成を
支援。また、開発した「3次元映像標準テストコンテンツ」
について、3Dコンテンツ制作支援のために無償配布を
継続して実施。

デジタルコンテンツEXPOをはじめとした場を活用しつ
つ、３Dコンテンツの制作技術の普及・人材育成を実施。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

総務省

2010年度の実証実験結果を踏ま
え、2012年1月にネットワーク上の侵
害コンテンツの検知とプロバイダへ
の削除要請を容易にするシステム
に関する実証実験を実施した。

左記実証実験の結果を踏まえ、
CODAとも連携して、海外のサイトに
関し、検知・削除要請等の総合的な
対策を検討し、不正流通コンテンツ
対策を実施する。

〇

実証実験の結果を踏まえ、プロバイ
ダと権利者が協働し、インターネット
上の侵害コンテンツに対する新たな
対策措置を図る実効的な仕組みを
構築する必要がある。

文部科学省

・2011年10月に「著作権・著作隣接
権に係るＷＩＰＯアジア地域会合」を
実施し、各国の著作権制度の現状
と課題について情報・意見交換を
行った。
・文化審議会著作権分科会国際小
委員会において、著作権関係団体
に対し、侵害コンテンツへの対応に
ついてのヒアリングを実施し、情報
収集を行うとともに、インターネット
による国境を越えた海賊行為に対
する対応の在り方に係る審議の経
過をまとめた。
・2011年3月に作成した「 台湾にお
ける著作権侵害対策ハンドブック2 」
の周知を行い、CODA主催による
「台湾における著作権侵害対策実
践セミナー」を同年11月に開催した。

海賊行為に係る状況の把握に努
め、政府間協議の充実をはかるとと
もに、違法コンテンツの流通防止に
向けた意識啓発の促進に向けた対
策を促進する。

〇
民間から被害状況や対応状況を聴
取し実態の把握に努めるとともに、
効果的な対策を進める必要がある。

経済産業省

・インターネット上の違法映像コンテ
ンツの削除要請に係る実証実験を、
中国の7動画共有サイト、台湾の1動
画共有サイト、韓国の1動画共有サ
イトに対して実施した。また、イン
ターネット上の違法出版コンテンツ
の削除要請に係る実証実験を、中
国の2ポータルサイトにおいて実施し
た。
・2011年10月の第3回日中知的財産
権ワーキング・グループの場で、関
係府省と連携し、中国政府に対して
ＣＯＤＡによる中国動画投稿サイトに
対する違法コンテンツの削除要請の
活動に対する理解と協力を求め、併
せて違法コンテンツの取締り強化を
働きかけた。
・2011年11月に知的財産保護官民
合同訪中団を派遣し、我が国権利
者とともに中国国家版権局に対して
違法コンテンツの取締り強化を要請
した。

・CODAの動画投稿サイトに対する
違法コンテンツに対する削除要請の
本格的稼働を促す。
・出版の違法コンテンツの検知技術
の調査・実証実験を実施し、その技
術を活用して違法コンテンツに対す
る削除要請を実施する。

〇

中国を始めとした国々の当局に対
し、違法サイトの取り組み強化を求
めるとともに、民間企業による自主
的対策を促進する必要がある。

インターネット上
の著作権侵害の
抑止

112

著作権侵害が特に多発する
海外のサイトに関し、民間企
業の自主的な措置も含め、
総合的な対策を検討し、結
論を得る。
(短期)

ネットワーク上の侵害コンテンツの検知とプロバイダへ
の削除要請を容易にするシステムに関する実証実験を
実施。
海外のサイトに関し、民間企業の自主的な措置も含め、
総合的な対策を推進。

WIPOとの協力事業や文化審議会著作権分科会国際小
委員会といった場を通じた国内外の情報収集や必要な
対策の取りまとめを実施。

関係府省と連携し、中国といった国々の当局に対し、著
作権侵害が特に多発する海外のサイトの取組強化を求
めるとともに、自動検知システムの精度向上、検知範囲
の拡大といった実効性向上に向けた実証事業を活用
し、自動検知システムの普及による民間企業による自主
的対策を促進。

8



長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

経済産業省

・日中知的財産権ワーキング・グ
ループ（2011年10月）では、中国政
府に対してＣＯＤＡの中国動画投稿
サイトに対する違法コンテンツの削
除要請の活動に対する理解と協力
を求め、併せて違法コンテンツの取
締り強化を働きかけた。
・2011年11月に知的財産保護官民
合同訪中団を派遣し、我が国権利
者とともに中国国家版権局に対して
違法コンテンツの取締り強化を要請
した。

・二国間協議の場で、知的財産侵害
対策の強化と継続を中国政府に働
きかける。
・CODAの動画投稿サイトに対する
違法コンテンツに対する削除要請の
本格的稼働を促す。

〇

二国間協議において著作権侵害コ
ンテンツ対策の取組み強化を求める
とともに、民間企業による自主的対
策を促進する必要がある。

文部科学省

・2011年4月、11月の知的財産保護
官民合同訪中代表団、同8月の第2
回日中インターネット知的財産保護
シンポジウム及び同10月の第3回日
中知的財産権ワーキング・グループ
に参加し、インターネット上の著作権
侵害の対策の強化等を要請した。
・2011年9月に日中著作権会議を実
施し、著作権侵害コンテンツの摘発
について効果的な対策を要請した。
・2011年9月に日韓間で著作権及び
著作隣接権分野における連携強化
に関する覚書を作成した。
・2011年12月に第3回日韓著作権
フォーラムを実施し、著作権制度の
現状と課題について意見・情報交換
を行った。
・ＣＯＤＡが開催する各種研究会に
参加し、海賊版対策に係る情報提
供を行う等、その活動を支援した。

・日中、日韓との二国間協議を定期
的に実施し、両国との連携強化を推
進する。
・中国国家版権局との間で覚書に基
づく協力として、日中の著作権関係
団体同士による意見交換を行うセミ
ナーを開催し、関係団体間の連携強
化を図る。
・韓国文化体育観光部との間で覚書
に基づく協力分野に係る具体的な活
動についての検討を行い、両国間で
意見の一致を目指す。
・新規事業として、侵害発生国・地域
における法制面での権利執行の強
化を支援する取組を行う。

〇

二国間協議において著作権侵害コ
ンテンツ対策の取組み強化を求める
とともに、民間企業による自主的対
策を促進する必要がある。

外務省

・2011年10月の日中知的財産権
ワーキング・グループ、2011年11月
の官民合同訪中ミッションに参加
し、著作権侵害対策の強化を要請し
た。
・中国などとの経済協議の開催に向
けた事前調整を実施した。

相手国の対応状況をフォローしつ
つ、様々な交渉・協議の場を通じ
て、著作権侵害対策の強化に向け
た働きかけを実施する。

〇
二国間協議において著作権侵害コ
ンテンツ対策の取組み強化を求める
必要がある。

総務省

二国間協議の開催に向けて、関係
府省と協力・連携して著作権侵害へ
の対策強化の働きかけの準備を
行った。

様々な協議に参加し、著作権侵害
対策の強化に向けた働きかけを実
施する。

△
二国間協議において著作権侵害コ
ンテンツ対策の取組み強化を求める
必要がある。

文部科学省

・パロディについては、海外における
著作物のパロディの取扱いに関す
る調査研究を実施し、2012年3月末
までに報告書を取りまとめた。
・インターネット上の共同創作や二
次創作の権利処理ルールの明確化
については、文化審議会著作権分
科会法制問題小委員会契約・利用
ワーキングチームにおいて、立法措
置による対応の可能性と契約による
対応の可能性を検討し、インター
ネットを通じて複数者が創作等に関
与した著作物等の利用の円滑化を
図るためには、契約等による対応が
適当であるとする報告書を取りまと
めた。

パロディについては、海外における
著作物のパロディの取扱いに関する
調査研究の結果を踏まえ、引き続き
法的課題の整理に向けて取り組む。
インターネット上の共同創作や二次
創作の権利処理ルールの明確化に
ついては、報告書に基づき、イン
ターネット・サービスの進展や著作
権等に関するルール形成の動向に
つき引き続き注視する。

○

パロディについては。調査研究の報
告書を基に法制問題小委員会にお
いて検討を行い、早急に一定の結論
を出す必要がある。
インターネット上の共同創作や二次
創作の権利処理ルールについて
は、報告書に基づき、必要な措置を
実施する必要がある。

経済産業省

表現の登録に関するプラットフォー
ムの作家、クリエーターを含む有識
者からなる委員会での検証結果か
らなる報告書を、普及・啓発の観点
から経産省ホームページにて公表し
た。

左記報告書の成果の普及・啓発に
取り組む。

○
左記報告書の成果の普及・啓発を
図る必要がある。

115
デジタルコンテン
ツの活用促進

インターネット上で、個人が
既存のコンテンツの一部を
紹介することや二次創作を
円滑化し、デジタルコンテン
ツの活用を促進するため、
包括契約のベストプラクティ
スを紹介するとともに、権利
侵害についての民間コンセ
ンサスの形成に向けた取組
を支援する。
(短期)

文部科学省

・インターネット上で、個人が既存の
コンテンツの一部を紹介することや
二次創作を円滑化し、デジタルコン
テンツの活用を促進するため、文化
審議会著作権分科会法制問題小委
員会契約・利用ワーキングチーム報
告書において、包括契約のベストプ
ラクティスを紹介した。また、権利侵
害についての民間コンセンサスの形
成に向けた取組を支援した。

権利侵害についての民間コンセンサ
スの形成に向けた取組を支援する。

○

包括契約のベストプラクティスの周
知とともに、権利侵害に係る民間コ
ンセンサス形成に向けた取組を支援
する必要がある。

インターネット上
の著作権侵害の
抑止

二次創作に関する実証実験
で得られた利用ルールにつ
いて、民間における活用を
促進。

インターネット上で、個人が既存のコンテンツの一部を紹
介することや二次創作を円滑化し、デジタルコンテンツ
の活用を促進するため、包括契約のベストプラクティス
を紹介するとともに、権利侵害についての民間コンセン
サスの形成に向けた取組の支援のために必要な施策を
検討。その検討に基づき、支援のための施策を実施。

各産業界からの要望を踏まえ、侵害発生国・地域と様々
な下記の協議の場を通じ、関係府省で連携しつつ、著作
権侵害コンテンツ対策の強化に向けた要請や協力を実
施し、世界における我が国の著作権侵害状況を改善。
　－日中ハイレベル経済対話
　－日中経済パートナーシップ協議
　－日韓ハイレベル経済協議
　－日韓経済局長協議

二国間協議を通じて侵害発生国・地域に対して著作権
侵害コンテンツ対策の強化を働きかけ。
知的財産保護官民合同訪中代表団、日中知的財産権
ワーキング・グループへの参加を通じて著作権侵害コン
テンツ対策の強化を働きかけ。

114
創作基盤として
の二次創作の円
滑化

パロディに関する法的課題を
検討するとともに、インター
ネット上の共同創作や二次
創作の権利処理ルールの明
確化のための取組を進め
る。
 (短期)

パロディについては、調査研
究を実施し、法的課題を整
理。
インターネット上の共同創作
や二次創作の権利処理ルー
ルの明確化については、立
法措置による対応の可能性
と契約による対応の可能性
を検討し、文化審議会著作
権分科会において、2011年
度中に報告書をとりまとめ。

パロディについては、調査
研究の結果を踏まえ、必
要に応じた措置を実施。
インターネット上の共同創
作や二次創作の権利処理
ルールの明確化について
は、左記の報告書の内容
に基づき、必要な措置を
実施。

113

二国間政府協議や知的財産
保護官民合同代表団(政府と
国際知的財産保護フォーラ
ム(IIPPF)により構成)の派遣
を通じ、侵害発生国に対して
著作権侵害コンテンツ対策
の強化を働きかける。また、
海外のプロバイダーに対し、
著作権侵害コンテンツを削
除させるため、民間企業によ
る一般社団法人コンテンツ
海外流通促進機構(CODA)
の活用を促進する。
 (短期)

各産業界からの要望を踏まえ、日中知的財産権ワーキ
ング・グループ、模倣品事務ワーキング・グループの場
や知的財産保護官民合同代表団の派遣を通じ、模倣
品・海賊版知財侵害対策の強化に向けた要請や協力を
実施。相手国の対策状況をフォローし以後働きかけ。
二国間協議を通じた侵害発生国・地域に対する侵害対
策の働きかけにより、一般社団法人コンテンツ海外流通
促進機構（CODA）を窓口とした海外のプロバイダーに対
する著作権侵害コンテンツ削除の強化を実施。

中国、韓国との二国間協議を実施。
知的財産保護官民合同訪中代表団への参加。
一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構（CODA）に
よる共同権利執行や侵害発生国の法制研究に関する活
動を支援。

9
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116

デジタルコンテ
ンツに関する
ワークショップ
の開催（短期・
中期）

ワークショップへの支援を通
じ、小中学生の段階からデジ
タルコンテンツ制作教育を推
進する。

文部科学省

国際ロボット大会に出場する小中高
校生を対象として、プログラミングな
どのワークショップを実施するととも
に、初等中等教育段階の子ども達を
対象にした、ロボット制御のプログラ
ミングに関するカリキュラムを制作す
ることにより、初等中等教育段階に
おける高度情報通信人材の養成に
資する取組を実施した。

前年度の取組の成果を活用し、民
間団体において自立的にワーク
ショップを実施する。

○

初等中等教育段階の子どもたちを
対象に、高度情報通信人材の養成
に資する民間の取組を支援する必
要がある。

経済産業省

コンテンツ関連特区の案件形成を目
指し、地方自治体や民間団体に情
報提供をはじめとした支援をした結
果、2011年12月に札幌コンテンツ特
区が指定を受けた。
国と地方の協議会のフォローを行
い、指定された札幌コンテンツ特区
の実現を支援した。

指定されたコンテンツ特区に対し、
国と地方の協議会のフォローを行う
とともに、コンテンツ関連特区の案
件形成を目指し、地方自治体等に
情報提供をはじめとした支援を実施
する。

○

総合特区推進調整費の活用や規制
緩和に向けた取組支援など、札幌コ
ンテンツ特区の重点推進を図るとと
もに、新たなコンテンツ特区の形成
に向けた取組支援を進める。

総務省

コンテンツ関連の特区の申請や案
件形成がされるよう、地方自治体や
民間団体の関係者に情報提供を実
施した。

関係府省との連携など、必要に応じ
て、適切に対応する。

○
関係府省との連携など、コンテンツ
特区の推進に向けた取組支援を行
う必要がある。

文部科学省

関係府省との一層の情報共有を図
るなどの対応を実施した。
関係府省との連携など、必要に応じ
て、適切に対応した。

関係府省との連携など、必要に応じ
て、適切に対応する。

○
関係府省との連携など、コンテンツ
特区の推進に向けた取組支援を行
う必要がある。

117
「コンテンツ特
区」の創設(短
期)

「コンテンツ特区」を設け、特
定区域において新しい技術
やサービスを試行できる環
境を整備し、先駆的なコンテ
ンツの創造、国際的なコンテ
ンツ製作の誘致を促進する
国際的な場を創出する。

特区制度の動向を注視しつ
つ、コンテンツ関連の特区の
案件形成を目指し、具体的
な案件が地域から提案され
るよう、地方自治体といった
関係者に情報提供をはじめ
とした必要な支援を実施。

個々のプロジェクトに関し、
著作権の許諾契約に係る課
題を含めた対応が必要とさ
れる課題について、関係府
省による取組と連携。

　　「知財計画２０１０」からの施策

初等中等教育段階の子ども
たちを対象に、学校のクラブ
活動や地域における高度情
報通信人材の養成に資する
措置を実施。

初等中等教育段階の子どもたちを対象
に、高度情報通信人材を養成するため
に、学校のクラブ活動や地域において、
デジタルコンテンツの制作、プログラミン
グといった講習の実施。

10
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207.5MHzから222MHzまでの周波数
を使用して行う携帯端末向けマルチ
メディア放送のソフト事業の認定に
係る制度整備を2011年７月に行い、
ソフト事業者の認定を2011年10月に
実施した。

2012年4月から開始が予定されてい
るサービスの進展を踏まえ、制度の
適切な運用を行う。

○
昨年度の認定の結果を踏まえ、制
度の適切な運用を図る必要がある。

90MHzから108MHzまでの周波数を
使用して行うV-Lowマルチメディア
放送の制度整備に向けて、７月から
９月に事業者にヒアリングを行い、
10月に結果の概要を報道発表した。
また12月には各地で行われる予定
の実証実験について、取りまとめの
上報道発表を行った。

2011年12月に取りまとめた実証実
験の進捗状況について、広く共有
し、制度整備に向けた検討を行う。

○

事業者へのヒアリング結果や昨年度
の実証実験の成果を踏まえ、V-Low
マルチメディア放送の制度整備に向
けた取組を進める必要がある。

・官民検討の場などにおいて検討し
た要件をもとに、国際標準化機関に
標準化の検討開始の提案を実施
し、勧告案の作成作業が開始され
た。また、標準化をより推進するた
め、国際会合を日本に招致し各国
関係者との議論を深めた。

デジタルサイネージの国際標準化に
係る勧告草案の完成に向けた対応
を行う。

○

デジタルサイネージの国際標準化に
係る勧告草案の早期完成に向け
て、標準化を継続的に推進する必要
がある。

2010年度からホワイトスペース特区
において、地域特性に応じたサービ
スやシステムの実現を目指した実証
などを進め、ホワイトスペース活用
の環境整備に向けて無線設備の技
術的条件や周波数共用条件につい
て検討を進めた。このうち、ホワイト
スペース活用したエリア放送型シス
テムについては、制度整備案の作
成後、意見募集を実施しその結果を
踏まえ、2011年度内に制度整備を
行った。

・エリア放送型システムについては、
2011年度に整備した制度に基づき、
免許の付与を行うとともに高度化シ
ステムに関する技術的検討を進め
る。
・通信型システムについても、導入
に向けた技術的検討や制度整備を
進める。

○

昨年度の実証実験の成果を踏ま
え、ホワイトスペースの更なる活用
の実現に向けた取組を進め、環境
整備を図る必要がある。

一般社団法人IPTVフォーラム内に
プラットフォーム連携ＷＧを設置し、
放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインを2012年３月に策
定した。

放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインの普及促進を図
る。

○
放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインの普及促進に向
けた取組を進める必要がある。

クラウドシステム基盤連携技術、環
境対応型ネットワーク構成シグナリ
ング技術、省電力型アクセスネット
ワーク制御技術の研究開発を実施
した。研究開発受託者を中心にクラ
ウド間連携技術についてITUに標準
化提案活動を行った。

前年度に開発した各要素技術の評
価を行うとともに要素技術間が連携
した総合評価実験を実施し、広域災
害対応型クラウド基盤連携技術を確
立するとともに、民間フォーラムと連
携しながら必要に応じて標準化を実
施する。

○

昨年度の成果を踏まえ、民間フォー
ラムと連携しつつ、国際標準化の実
現に向けた取組を支援する必要が
ある。

2011年６月に関係政省令を整備し
た。

関係政省令の周知及び適切な運用
を図る。

○
関係政省令の周知及び適切な運用
を図る必要がある。

2010年度からホワイトスペース特区
において、地域特性に応じたサービ
スやシステムの実現を目指した実証
などを進め、ホワイトスペース活用
の環境整備に向けて無線設備の技
術的条件や周波数共用条件につい
て検討を進めた。このうち、ホワイト
スペース活用したエリア放送型シス
テムについては、制度整備案を作成
し、意見募集を実施した。意見募集
の結果を踏まえ、2011年度内に制
度整備を行った。

・エリア放送型システムについては、
2011年度に整備した制度に基づき、
免許の付与を行うとともに高度化シ
ステムに関する技術的検討を進め
る。
・通信型システムについても、導入
に向けた技術的検討や制度整備を
進める。

○

昨年度の実証実験の成果を踏ま
え、ホワイトスペースの更なる活用
の実現に向けた取組を進め、環境
整備を図る必要がある。

119

コンテンツ配
信・放送に関す
る規制緩和
（短期）

デジタル化に対応した通信・
放送の総合的な法体系を速
やかに整備するとともに、ホ
ワイトスペースの活用を始め
とした電波の有効利用のた
めの方策を2010年度中に策
定する。

総務省

通信・放送の総合的な法体
系に関し、速やかに関係す
る政省令を整備。

ホワイトスペース活用の実
現に向けて、地域特性に応
じたサービスやシステムの
実現を目指した実証実験を
実施し、この結果を踏まえ、
環境整備を実施。

118

新たなメディア
創出のためのイ
ンフラ整備（短
期・中期）

モバイル放送、デジタルサイ
ネージに関する実証実験や
規格策定への支援、完全ブ
ロードバンド化、ホワイトス
ペースの活用促進、IPTVの
普及支援・クラウドコンピュー
ティングの環境整備を通じ、
新たなメディアのためのイン
フラを整備する。

総務省

ソフト事業（委託放送業務）
の認定に係る制度整備、申
請受付の検討を推進。

90MHzから108MHzまでの周波数を使用して行う携帯端
末向けマルチメディア放送の制度整備を実施。

国際標準化機関・団体におけるデジタルサイネージの標準化を推進。

ホワイトスペース活用の実
現に向けて、地域特性に応
じたサービスやシステムの
実現を目指した実証実験を
行い、この結果を踏まえ、
2011年度に環境を整備。

研究開発や実証実験を実施し、ホワイト
スペースを活用した新たな電波利用を
展開。

これまで実施してきたIPTV
配信用のメタデータを基にし
た実証実験の成果を基に一
般社団法人IPTVフォーラム
における標準化を推進。

「最先端のグリーンクラウド基盤構築に向けた研究開発」を行い技術
を確立するとともに、民間フォーラムと連携しながら必要に応じて標準
化を実施。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

昨年度の実証実験結果を踏まえ、
不明権利者探索の一層の効率化に
向けた調査を実施した。

昨年度の成果を踏まえ、映像分野
の権利処理一元化の更なる促進に
向けた実証実験を実施。

○

昨年度の成果を踏まえ、映像分野
の権利処理一元化の効果的な促進
に向けた実証実験に取り組む必要
がある。

一般社団法人IPTVフォーラム内に
プラットフォーム連携ＷＧを設置し、
放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインを本年３月に策定
した。

放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインの普及促進を図
る。

○
放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインの普及促進に向
けた取組を進める必要がある。

121
映画館のデジタ
ル化・３D化の
促進(短期)

映画館のデジタル化・３D化
を支援する。

経済産業省

2010年度補正予算「地域商業活性
化事業」により、デジタル化の未対
応映画館を保有する商店街への支
援を実施した。

映画館のデジタル化・３D化を支援
する方策を検討する。

○
映画館のデジタル化・３D化の支援
に取り組む必要がある。

経済産業省

電子出版物等の契約円滑化を図る
ため、民間有識者からなる委員会を
開催し、国内外のコンテンツ配信に
関連する制度、ビジネスモデルの整
理を行うとともに、コンテンツ配信プ
ラットフォームを用いた実証実験を
行い、海外向け配信ビジネスで必要
となる様々な要素の検証と課題の
抽出を行い、電子出版物の契約円
滑化モデルを開発し、Webページ上
の公開により利用を促進した。

コンテンツ配信に係る契約円滑化モ
デルの更なる利用促進を図る。

○
コンテンツ配信に係る契約円滑化モ
デルの更なる利用促進を図る必要
がある。

総務省
昨年度までの実証実験成果を踏ま
えた民間の実運用に向けた取組を
注視し、必要な情報を提供した。

民間の実運用に向けた更なる取組
の支援を行う。

△

ユビキタス特区事業の成果やビジネ
ス動向を踏まえ、実民間の実運用に
向けた取組について更なる支援を行
う必要がある。

一般社団法人IPTVフォーラム内に
プラットフォーム連携ＷＧを設置し、
放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインを本年３月に策定
した。

放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインの普及促進を図
る。

○
放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインの普及促進に向
けた取組を進める必要がある。

・3D映像の安全基準・評価手法の標
準化については、2011年9月のITU-
R SG6会合にて日本から快適視聴
に関する基本的考え方の提案を実
施するとともに、3Dテレビに関する
検討会において検討を行った。
・3D標準映像・評価手法の標準化に
ついては、3Dテレビに関する検討会
において検討を行った。

3D映像の普及拡大に向け、3D映像
の評価手法の国際標準化をはじめ
とした3D映像の快適な視聴環境の
確保のための更なる取組を進める。

○

3D映像の普及拡大に向け、3D映像
の評価手法の国際標準化をはじめ
とした3D映像の快適な視聴環境の
確保のための更なる取組を進める
必要がある。

経済産業省
映像に関し、３D映像の安全基準を
策定し、国際標準化を目指す民間
の取組を支援した。

３D映像の安全基準を策定し国際標
準化を目指す民間の取り組みを支
援する。

○
３D映像の安全基準に関する民間の
取組を支援し、国際標準化を推進す
る必要がある。

123
プラットフォーム
の標準化（短
期）

重要なプラットフォーム（例え
ば３D映像やIPTV）に関し、
標準化ロードマップを含む戦
略を官民一体となって策定・
実行し、実証実験や国際標
準化を一体的に支援する。

総務省

これまで実施してきたＩＰＴＶ
配信用のメタデータ要件を基
にした実証実験実証の成果
を基に一般社団法人ＩＰＴＶ
フォーラムにおける標準化を
推進。

映像に関し、３D映像の安全
基準及び標準的な映像の国
際標準化を推進。

映像に関し、３D映像の安全
基準の民間の取組を支援
し、国際標準化を推進。

2010年度補正予算に基づき
映画館のデジタル化を支
援。

122

新たな形態のコ
ンテンツ配信の
実証実験の支
援(短期)

電子配信の特性を活かした
新たな形態のコンテンツ配
信に関する実証実験を支援
する。

デジタル化・ネットワーク化と
いう事業環境下における新
しい形態のコンテンツの配信
に関して、実証実験により契
約円滑化モデルを開発し、
その利用を促進。

ユビキタス特区事業の成果
やビジネス動向を踏まえ、実
際のビジネスへの展開を促
進する方策を検討し、必要な
措置を実施。

120
放送番組の電
子配信の促進
（短期）

放送番組の電子配信を促進
するため、映像分野の権利
処理の一元化、携帯機器へ
の転送の場合のルール形成
を支援する。また、IPTVの促
進のため、NHK及び民間放
送事業者のオンデマンド
サービスにおける先端的な
サービスを促すよう、取り組
む。

総務省

映像分野の権利処理一元化
の促進のため、不明権利者
探索の一元化の実証実験を
実施。

左記結果を踏まえ、映像
分野の権利処理一元化推
進のため、更に権利処理
業務の電子許諾システム
のための実証実験を実
施。

これまで実施してきたコンテ
ンツ製作者の負担を軽減す
るため、コンテンツプラット
フォームごとに異なるメタ
データの共通化に資する実
証実験の成果を基に、一般
社団法人ＩＰＴＶフォーラムに
おける標準化を推進。
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長　期 評価 今後の課題
項目
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項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

経済産業省

民間有識者からなる委員会を開催
し、マルチデバイスに対応可能な水
平分業型モデルのコンテンツ配信プ
ラットフォームを用いた実証実験を
行い、海外向け配信ビジネスで必要
となる様々な要素の検証と課題の
抽出を行い、電子出版物の契約円
滑化モデルを開発し、Webページ上
の公開により利用を促進した。

コンテンツ配信に係る契約円滑化モ
デルの更なる利用促進を図る。

○
コンテンツのマルチユースを可能と
する契約モデルの更なる利用促進
を図る必要がある。

総務省

一般社団法人IPTVフォーラム内に
ＷＧを設置し、様々な流通経路やプ
ラットフォームにおけるコンテンツの
利用・連携を可能とするブラウザの
技術仕様を検討した。

標準化に関する実証実験を実施す
るとともに、引き続き左記ＷＧにおい
て、技術標準仕様を検討・策定す
る。

○
コンテンツマルチユースを可能とす
る技術の共通化に向けて、更なる取
組を進める必要がある。

経済産業省

民間有識者からなる委員会を開催
し、マルチデバイスに対応可能な水
平分業型モデルのコンテンツ配信プ
ラットフォームを用いた実証実験を
行い、海外向け配信ビジネスで必要
となる様々な要素の検証と課題の
抽出を行った。

コンテンツ配信プラットフォームのビ
ジネスモデルの構築に向けて必要
な環境整備を実施する。

○

昨年度の実証実験結果を踏まえ、コ
ンテンツ配信プラットフォームの構築
に向けて必要な環境整備に取り組
む必要がある。

総務省

一般社団法人IPTVフォーラム内に
ＷＧを設置し、様々な流通経路やプ
ラットフォームにおけるコンテンツの
利用・連携を可能とするブラウザの
技術仕様を検討した。

左記ＷＧにおいて、技術仕様を策定
する。また、本技術仕様を基盤とし
たプラットフォーム実現に向けた環
境整備のあり方を検討する。

○
昨年度の検討を踏まえつつ、プラッ
トフォームの構築に向けて必要な環
境整備に取り組む必要がある。

文部科学省
文化審議会著作権分科会報告書を
踏まえ、法改正化に向け関係部局と
協議を行うなどの取組を進めた。

文化審議会著作権分科会報告書を
踏まえ、速やかに法制化に向けて取
り組む。

〇
法改正に向けた準備を速やかに進
める必要がある。

経済産業省
改正不正競争防止法は、2011年12
月1日に施行された。

改正不正競争防止法を適切に運用
する。

〇
改正不正競争防止法が、適切に実
行される必要がある。

財務省
改正関税法は、2011年12月1日に施
行された。

改正関税法を適切に運用する。 〇
改正関税法が、適切に実行される必
要がある。

・プロバイダと権利者が協働し、イン
ターネット上の侵害コンテンツに対
する新たな対策措置を図る仕組み
の構築を支援した。
・プロバイダ責任制限法の関係ガイ
ドラインの改定に当たり、プロバイダ
責任制限法ガイドライン等検討協議
会を支援した。

インターネット上の侵害コンテンツに
対するプロバイダと権利者による自
主的な取組を支援する。

○

インターネット上の侵害コンテンツに
対するプロバイダと権利者による自
主的な取組を支援するとともに改定
ガイドラインの周知を図る必要があ
る。

プロバイダ責任制限法の検証を図っ
た上で、制度改正の必要性につい
ての検討を受け、2011年９月にプロ
バイダ責任制限法の省令を改正し
た。

プロバイダと権利者による自主的な
取組を支援するとともに、コンテンツ
侵害の状況を注視する。

○

改正した省令の周知を図り、イン
ターネット上の侵害コンテンツに対す
るプロバイダと権利者による自主的
な取組を支援するとともに、これらの
取組後のコンテンツ侵害の状況を注
視するなど、継続的な取組を進める
必要がある。

昨年度の実証実験結果を踏まえ、
ネットワーク上の侵害コンテンツの
検知とプロバイダへの削除要請を容
易にするシステムに関する実証実
験を実施した。

左記実証実験の結果を踏まえ、ネッ
トワーク上の侵害コンテンツの検知・
削除要請システムの実用化に向け
た検討を実施する。

○

昨年度の実証実験結果を踏まえ、
ネットワーク上の侵害コンテンツの
検知・削除要請システムの実用化に
向けた更なる検討を進めるととも
に、ネットワーク上のコンテンツの不
正流通対策を行う共同検知センター
を設立する必要がある。

127

プロバイダによ
る侵害対策措
置の促進
（短期・中期）

プロバイダと権利者が協働
し、インターネット上の侵害コ
ンテンツに対する新たな対策
措置（例えば、警告メールの
転送や技術的手段を用いた
検知）を図る実効的な仕組
みを2010年度中に構築す
る。併せて、現行のプロバイ
ダ責任制限法の検証を図っ
た上で、実効性を担保するた
めの制度改正の必要性につ
いて検討し、2010年度中に
結論を得る。さらに、それら
の取組の進捗状況を踏まえ
て、必要な措置を講じる。

総務省

プロバイダと権利者による協
働体制の促進を図るため、
ガイドラインの改定も含め、
関係者によるコンセンサスを
図り、技術的手段を用いた
検出・削除や警告メールの
転送や発信者情報開示の迅
速化に関する自主的な対策
を促進。

プロバイダ責任制限法の検証結果を踏まえ、必要な取
組を実施。

ネットワーク上の侵害コンテ
ンツの検知とプロバイダへの
削除要請を容易にするシス
テムに関する実証実験の実
施(検知・削除要請システム
の機能拡張・運用性の向
上)。

ネットワーク上の侵害コン
テンツの検知とプロバイダ
への削除要請を容易にす
るシステムに関する実証
実験の実施(検知・削除要
請システムの実用化に向
けた改良)。
関係者の協働によりネット
ワーク上のコンテンツの不
正流通対策を行う共同検
知センターを設立。

125

プラットフォーム
のビジネスモデ
ルの検討
(中期)

プラットフォーム事業者とコン
テンツ事業者によるマーケッ
ト情報の共有を始めとする双
方にメリットのあるビジネスモ
デルの構築に向けた環境整
備について検討する。

プラットフォーム事業者とコ
ンテンツ事業者双方にメリッ
トのあるビジネスモデルの構
築に向けた実証実験を実施
するとともに、在るべきビジ
ネスモデルについての課題
を整理。

左記の検討結果に基づき、必要な環境
整備を実施。

現状のプラットフォームモデル構築に向けた環境整備に関する調査を
基に、必要な環境整備を実施。

126

アクセスコント
ロール回避規
制の強化
（短期）

製品開発や研究開発の萎縮
を招かないよう適切な除外
規定を整備しつつ、著作物を
保護するアクセスコントロー
ルの一定の回避行為に関す
る規制を導入するとともに、
アクセスコントロール回避機
器について、対象行為の拡
大（製造及び回避サービス
の提供）、対象機器の拡大
（「のみ」要件の緩和）、刑事
罰化及びこれらを踏まえた
水際規制の導入によって規
制を強化する。
このため、法技術的観点を
踏まえた具体的な制度改革
案を2010年度中にまとめる。

文化審議会における検討結
果を踏まえ、法制化に向け
た取組を実施。

第177回国会において成立し
た改正不正競争防止法の施
行に向けた準備を実施。

第177回国会において成立し
た改正関税法の施行に向け
た準備を実施。

124
プラットフォーム
競争の促進(中
期)

重要分野(例えば書籍)に関
し、ユーザーの利便性確保
の観点から、官民一体となっ
て、排他的でないマルチプ
ラットフォーム戦略を策定し、
プラットフォーム間の競争を
促す。

実証実験により、コンテンツ
ホルダーが様々な流通経路
やプラットフォームにおいて、
コンテンツのマルチユースを
可能とする契約モデルを開
発し、その利用を促進。

コンテンツホルダーが様々な
流通経路やプラットフォーム
においてコンテンツマルチ
ユースを可能とする技術の
共通化を引き続き検討。

左記の検討を基に、コンテンツホルダー
が様々な流通経路やプラットフォームに
おいてコンテンツマルチユースを可能と
する技術の共通化に関する実証実験を
実施。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

経済産業省

民間有識者からなる委員会を開催
し、マルチデバイスに対応可能な水
平分業型モデルのコンテンツ配信プ
ラットフォームを用いた実証実験を
行い、海外向け配信ビジネスで必要
となる様々な要素の検証と課題の
抽出を行い、電子出版物の契約円
滑化モデルを開発し、Webページ上
の公開により利用を促進した。

消費者の利便性に即した正規配信
サービスの円滑化を図るモデルの
更なる利用促進を図る。

○
昨年度の検討を踏まえ、正規配信
サービスの円滑化を図るモデルの
更なる利用促進を図る必要がある。

総務省

映像分野の権利処理一元化の促進
のため、支払関連業務の省力化に
係る実証実験及び不明権利者探索
の調査を実施した。

左記結果を踏まえ、映像分野の権
利処理一元化の更なる促進に向け
た実証実験を実施する。

○

昨年度の実証実験結果を踏まえ、
映像分野の権利処理一元化に係る
電子許諾システム確立向けた更な
る取組を進める必要がある。

経済産業省

海賊版による被害が増加している出
版（特にコミック）に関して、違法コン
テンツの検知技術に関する調査、実
証実験を実施した。

出版の違法コンテンツの検知技術
の調査、実証実験を踏まえ、その技
術を活用して違法コンテンツに対す
る削除要請を実施する。

○
昨年度の実証実験結果を踏まえ、
違法コンテンツの検知技術を活用し
た削除要請を実施する必要がある。

総務省

昨年度の実証実験結果を踏まえ、
ネットワーク上の侵害コンテンツの
検知とプロバイダへの削除要請を容
易にするシステムに関する実証実
験を実施した。

左記実証実験の結果を踏まえ、ネッ
トワーク上の侵害コンテンツの検知・
削除要請システムの実用化に向け
た検討を実施する。

○

昨年度の実証実験結果を踏まえ、
ネットワーク上の侵害コンテンツの
検知・削除要請システムの実用化に
向けた更なる検討を進めるととも
に、ネットワーク上のコンテンツの不
正流通対策を行う共同検知センター
を設立する必要がある。

文部科学省

・一般国民、都道府県等著作権事
務担当者、図書館等職員及び教職
員を対象とした各種講習会を計17
回開催し、計2,424人が受講した。
・2010年度開発した中学生以上を対
象とした著作権に関する普及啓発
教材を文化庁ホームページに公開
するとともに、各都道府県等教育委
員会を通じ、中学・高等学校へ周知
した。
・権利者団体等との連携のもと、一
般国民を対象とした各種講習会に
ついて、2012年度の開催準備を進
めた。

権利者団体との連携のもと、一般国
民を対象とした各種講習会を順次開
催する。また、著作権に関する普及
啓発教材の利用について、周知す
る。

〇
講習会の開催を通じ、著作権法に関
する普及啓発を実施する必要があ
る。

経済産業省

関係府省で連携して、2011年12月
から「模倣品・海賊版撲滅キャン
ペーン」を開催し、特設ウェブサイト
の設置・新聞広告・雑誌掲載・ポス
ター掲載といった取組みを行った。

・2011年度に作成し特設ウェブサイ
トに掲載した主要コンテンツを特許
庁ホームページへ移管し、普及啓発
活動を実施する。
・2012年度においても、関係府省と
連携の上、効果的な時期・媒体考慮
し、模倣品・海賊版撲滅キャンペー
ンを実施する。

〇
効果的な手法によって、関係府省と
も連携しつつ、模倣品海賊版キャン
ペーンを実施する必要がある。

総務省

著作権侵害が疑われる情報の削除
要請等を受けた中小プロバイダから
の問い合わせを受け付ける相談窓
口（違法・有害情報相談センター）を
設置することにより、該情報に対す
る削除の対応を促進した。また、周
知・啓発活動として、事業者や学校
関係者を対象とするセミナーを開催
した。

著作権侵害が疑われる情報の削除
要請を受けた中小プロバイダからの
問い合わせに対応する相談事業を
実施するとともに、違法・有害情報
相談センターなどが実施する啓発活
動を支援する。

〇
関係者と連携して民間の自主的な
取組を支援するとともに、普及啓発
を促進する必要がある。

130

著作権侵害に
関する普及啓
発活動の強化
（中期）

官民一体となった消費者の
普及啓発活動を強化する。

一般の国民、都道府県の著作権事務担当者、図書館職員及び教職
員を対象とした各種講習会を開催するとともに、著作権に関する学習
ソフトをホームページを通して広く提供することで、多くの人々を対象と
して著作権保護に関する普及啓発を実施。

模倣品海賊版撲滅キャンペーンを実施（インターネット上の著作権侵
害コンテンツ問題を含む）。
権利者団体、関係府省と連携し、定期的に集中的な普及啓発活動を
実施。

電気通信サービスの利用者に対する周知・啓発を実施。
著作権侵害が疑われる情報の削除要請を受けた中小プロバイダから
の問い合わせに対応する相談窓口に対する支援。
権利者団体、通信事業者、動画投稿サイト運営事業者、放送事業者
からなる連絡会において、関係者が一体となって、効果的な普及啓
発・広報の在り方について検討、実施できるよう支援。
権利者団体、関係府省と連携し、定期的な集中的な普及啓発活動を
実施。

129
著作権侵害防
止技術の開発
支援（短期）

民間における著作権侵害防
止に関する技術の開発やそ
の活用を支援する。

自動検知システムの精度向
上、検知範囲の拡大といっ
た実効性向上に向けた実証
事業を実施。

ネットワーク上の侵害コンテ
ンツの検知とプロバイダへの
削除要請を容易にするシス
テムに関する実証実験の実
施(検知・削除要請システム
の機能拡張・運用性の向
上)。

ネットワーク上の侵害コン
テンツの検知とプロバイダ
への削除要請を容易にす
るシステムに関する実証
実験の実施(検知・削除要
請システムの実用化に向
けた改良)。
関係者の共同によりネット
ワーク上のコンテンツの不
正流通対策を行う共同検
知センターを設立。

128
正規配信サー
ビス展開の促
進（中期）

インターネット上の著作権侵
害コンテンツ対策としての観
点も踏まえ、民間企業が消
費者の利便性に即した正規
サービスを展開することを促
進する。

実証実験により、消費者の
利便性に即した正規サービ
スの円滑化を図るモデルを
開発し、その利用を促進。

映像分野の権利処理一元化
の促進のため、不明権利者
探索の一元化の実証実験を
実施。

2012年度には、左記結果
を踏まえ、映像分野の権
利処理一元化推進のた
め、更に権利処理業務の
電子許諾システムのため
の実証実験を実施。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

131
警察による取締
り
（短期）

警察による効果的な取締り
を実施する。

警察庁

・ファイル共有ソフトを利用した著作
権法違反事件について、2009年11
月、全国４７都道府県において一斉
集中取締りを実施し、その結果とと
もに同種事犯防止のための普及啓
発活動を官民連携して実施した。
・2011年10月、不正商品対策協議
会が作成した広報啓発ポスター
「STOP！ネットでの知的財産権侵
害」を警察施設に掲示し、知的財産
権の保護と不正商品の排除を国民
に訴えた。
・2011年11月、不正商品対策協議
会が主催の不正商品撲滅キャン
ペーン「ほんと？ホント！フェア」を
後援するとともに、担当者を派遣し
て知的財産権の保護や不正商品の
排除を訴えた。
・警察白書や警察庁ホームページ
「偽ブランド・海賊版の根絶に向け
て！！」に知的財産権侵害事犯の
検挙状況、主要検挙事例に関する
情報を公表し、模倣品・海賊版に関
する国民の理解促進を図った。

・ファイル共有ソフトを利用した著作
権法違反事件の効果的な取締りを
実施するとともに、官民の普及啓発
活動と連携しつつ、同種事犯の抑止
のための広報を実施する。
・警察白書や警察庁ホームページに
おいて知的財産権侵害事犯の検挙
状況、主要検挙事例に関する情報
を公表し、模倣品・海賊版に関する
国民の理解の促進を図る。
・不正商品対策協議会が主催の「不
正商品撲滅キャンペーン」などにお
いて、知的財産権の保護や不正商
品の排除を訴える。

〇

関係団体との連携により、効果的な
取締りを実施するとともに、ファイル
共有ソフトを用いた著作権侵害事犯
抑止のための広報啓発の取組を実
施する必要がある。

132

著作権制度上
の課題の総合
的な検討
（中期）

デジタル化・ネットワーク化に
対応した著作権制度上の課
題(保護期間、補償金制度の
在り方を含む)について総合
的な検討を行い、検討の結
果、措置を講じることが可能
なものから順次実施しつつ、
2012年までに結論を得る。

文部科学省

・補償金制度については、経済産業
省と文部科学省による検討会を設
け、有識者からヒアリングを含め、関
係者の合意形成に向けた取組を
行った。また、近年のデジタル化・
ネットワーク化の急速な進展に伴う
著作物等の利用形態等の変質の影
響を特に強く受けていると考えられ
る、私的使用のための複製に係る
権利制限規定（著作権法第30条）に
ついて、関係者からのヒアリングを
通じて、論点の整理を行った。

補償金制度については、関係者の
合意形成に向けて検討を行う。
この他のデジタル化・ネットワーク化
に対応した著作権制度上の諸課題
については、文化審議会著作権分
科会等において順次検討を行い、そ
の結果措置を講じることが可能なも
のから実施する。

△

補償金制度の在り方については、早
急に結論を出す必要がある。
その他、保護期間延長や二次創作
の円滑化など、その他のデジタル
化・ネットワーク化に対応した課題に
ついても早急に検討を進め、順次結
論を出す必要がある。

133

著作権制度上
の課題の総合
的な検討
（短期）

42の著作権制度の総合的な
検討のうち、権利制限の一
般規定について、これまでの
検討結果を踏まえ、2010年
度中に法制度整備のための
具体的な案をまとめ、導入の
ために必要な措置を早急に
講ずる。

文部科学省

2011年1月に開催された文化審議会
著作権分科会においてとりまとめら
れた権利制限の一般規定の導入に
関する報告書を踏まえ、速やかに法
制化に向けて取り組んだ。

著作権分科会報告書を踏まえ、速
やかに法制化に向けて取り組む。

○
法制化に向けた取組を早急に進め
る必要がある。

134

著作権制度上
の課題の総合
的な検討
（短期）

42の著作権制度の総合的な
検討のうち、著作権法上の
いわゆる「間接侵害」に関
し、2010年度中に差止請求
の範囲の明確化を含め、そ
の要件化に関する一定の結
論を得て、必要な措置を早
急に講ずる。

文部科学省

文化審議会著作権分科会法制問題
小委員会のもとに司法救済ワーキ
ングチームを設置し、制度設計案等
の検討を実施した。2012年1月に同
ワーキングチームにおいて「『間接
侵害』等に関する考え方の整理」を
取りまとめ、同小委員会に報告し
た。

文化審議会著作権分科会法制問題
小委員会司法救済ワーキングチー
ムの検討結果を踏まえ、同小委員
会において検討を行う。

○
司法救済ワーキングチームで示され
た整理を基に、早急に制度改正案
の取りまとめを行う必要がある。

ファイル共有ソフトを使用す
るといった悪質なインター
ネット上の著作権侵害事犯
の取締りを強化するととも
に、官民の普及啓発活動と
連携しつつ、同種事犯の抑
止のための広報を実施。

補償金制度については、コンテンツ利用の利便性向上と
クリエーターの権利保護のバランスについて、経済産業
省と文部科学省による検討会において、関係者の合意
形成に向けた検討を推進。当該検討会の結果を踏ま
え、補償金制度の見直しに関する関係者の合意形成を
目指す。利害関係者間で一定の合意が得られれば文化
審議会著作権分科会での検討を開始し、結論が得られ
次第必要な制度改正案をとりまとめ。
このほかのデジタル化・ネットワーク化に対応した著作
権制度上の諸課題については、文化審議会著作権分科
会において順次検討を行い、その結果措置を講じること
が可能なものから実施。

著作権分科会報告を踏ま
え、権利制限の一般規定の
導入のための措置を実施。
また、今後必要な措置につ
いて、更に検討。

文化審議会著作権分科会に
おける検討を進め、同分科
会における検討結果を踏ま
え、制度改正案のとりまとめ
といった必要な措置を実施。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

４．クールジャパン戦略
　　「知財計画２０１１」本文記載の施策

総務省

国際共同制作による地域コンテンツ
の海外展開に関する調査研究を実
施し、国際共同製作の機会を創出し
たことにより我が国の映像コンテン
ツのグローバルな発信を支援した。

前年度の事業成果を踏まえ、国際
共同製作の機会の創出により我が
国の映像コンテンツのグローバルな
発信を支援する。

○

前年度の成果を踏まえ、効果的な実
施方法等を検討しつつ、国際共同製
作を支援するとともに、海外発信を
支援する必要がある。

外務省

２０１０年度の補正予算で,１１言語に
よるクールジャパン6分野（ポップカ
ルチャー，工芸工業デザイン，食文
化，科学技術・産業，建築・構造物
の5分野とこれらの分野を含むイ
メージ統括編）を扱った映像「Japan-
Sense of Wonder」を制作した。現地
で開催される関連イベントにおける
活用や現地放送局での放映の働き
かけを実施した。外務省ホームペー
ジ（英語版）にも掲載した。

在外公館での活用や海外の放送機
関でのテレビ放映を働きかける。

○

更に効果的な実施方法を検討しつ
つ、在外公館での活用や海外の放
送機関でのテレビ放映を行うことに
より、クールジャパンを広く紹介する
必要がある。

経済産業省

「ぴあフィルムフェスティバル（PFF）」
の受賞者に対する短編映像製作の
支援を行い、発掘した若手クリエー
ターやその作品に対し東京国際映
画祭での上映機会を提供した。ま
た、TＩＦＦＣＯＭ2011（東京国際映画
祭併設マーケット）において、国内外
の事業展開を想定しているクリエー
ターやプロデューサーによる企画提
案・商談の機会を提供した。

前年度の成果を踏まえ、効果的な
実施方法等を検討しつつ、若手の映
像クリエーターへの制作支援やその
作品を国内外で開催されるマーケッ
トを活用し、事業展開の機会を提供
する。

○
情報提供を通じ、若手映像クリエイ
ターの発信の場を提供し、更にグ
ローバルに展開する必要がある。

136

海外展開資金を供給する
ファンドを通じて、世界に通
用する作品づくりを支援す
る。
（短期）

経済産業省

コンテンツ
ファンドを早
期に立ち上
げ、運用を開
始。

国内のコンテンツを海外に展開し、
収益を獲得することを目的とする、
「（株）All Nippon Entertainment
Works」が、株式会社産業革新機構
からの１００％出資により、設立され
た。

国内のコンテンツをグローバル市場
向けに展開する際の、企画開発段
階について支援を行い、グローバル
市場から本格的な収益を獲得する
革新的成功事例を創出する。

△
成功事例の創出により、我が国発の
コンテンツの海外展開を促進する必
要がある。

11言語によるクールジャパン
６分野（ポップカルチャー、工
芸工業デザイン、食文化、科
学技術・産業、建築・構造
物、総合編）の映像資料を、
在外公館を通じて各国テレ
ビに無償提供し、放映の働
きかけを実施。

引き続き各国テレビ局へ
の放映の働きかけを実
施。

若手映像作家の企画を支援し、世界に発表する場を提
供。

ファンドの運用を通じて、我が国コンテン
ツに関する権利を核に収益を上げる事例
を創出し、コンテンツ業界内外からの投
資を促進。

135

映像を通じた発
掘・創造

多様な地域・人々の魅力を
含むクールジャパンを伝える
映像コンテンツや３Ｄをはじ
めとする高い技術力・企画力
を活かした映像コンテンツを
製作し、グローバルに発信す
る。
(短期)

地域の放送局や番組制作会社と海外の放送局との共
同制作において、３Dを始めとする高い技術力や多様な
地域の魅力など日本の強みを活かした映像を製作する
ことを支援し、海外放送局、インターネット、イベントを通
じてグローバルに発信。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

経済産業省

・2011年度に、公益財団法人ユニ
ジャパンと連携し、文化芸術振興費
補助金（国際共同製作）の申請時の
要件となっている国際共同認定につ
いて、13件を認定した。
・国際共同製作協定について、産業
におけるニーズ検討の結果を踏ま
え協定に伴う課題、論点整理のため
の協議を関係府省と実施した。

国際共同製作協定に関する関係府
省間の検討を更に進め結論を得る
とともに、産業界の具体的メリットや
課題の検討を実施する。

○
国際共同製作を支援するとともに、
協定の締結に向けた検討を進め結
論を得る必要がある。

外務省

・諸外国の国際共同製作協定の締
結状況・内容や活用状況に関して調
査を行った。
・国際共同製作協定の内容とWTO
をはじめとした国際約束との関係に
ついて検討を行った。

特に映画産業界等から関心の高い
国を中心に、必要な枠組みや可能
な対応について、検討を進め結論を
得る。

〇

協定の要否について検討を進め、そ
の上で協定が必要とされる場合に
は、その協定の対象や内容につい
て検討を進め、結論を得る必要があ
る。

総務省

海外の放送局との映像コンテンツの
共同製作の機会の創出により、地
域コンテンツの海外展開を支援し
た。また、民間のニーズを踏まえつ
つ、放送番組も含めた国際共同製
作協定について関係府省と連携し
て検討を実施した。

地域コンテンツの国際共同製作によ
る海外展開を支援するとともに、放
送番組も含めた国際共同製作協定
について検討を進め結論を得る。

○

地域コンテンツの海外展開を支援す
るとともに、産業界のニーズ把握を
含め協定の締結に向けた検討を進
め結論を得る必要がある。

文部科学省

・2011年度から国際共同製作映画
の支援を開始し、支援対象（5件）を
決定した。
・平成24年度政府予算案において
も、国際共同製作映画への支援に
必要な予算を計上した。

2011年度に支援を決定した作品の
製作進捗・完成を確認するとともに、
映画の国際共同製作に対する支援
を実施する。

〇
2011年度の支援結果を検証するとと
もに、国際共同製作支援の更なる拡
充について検討する必要がある。

国土交通省

テレビ局など海外の映像制作関係
者を招請することにより、日本の観
光情報発信につながる映像制作の
支援を実施し、訪日外国人の誘致を
推進した。

海外の放送局を招請するなど日本
の観光情報発信につながる映像制
作支援に取り組み、訪日外国人の
誘致を推進する。

〇

前年度成果を踏まえ、観光情報発
信にかかる効果的な映像作成支援
方法を更に検討しつつ、訪日外国人
の誘致を推進する必要がある。

経済産業省

・「アジア・コンテンツ・ビジネスサミッ
ト」、日中映像交流事業(「映画、テレ
ビ週間」、「アニメ・フェスティバル」)、
日中プロデューサー交流事業を実
施し、国際共同製作の推進や外国
の規制緩和に向けた働きかけも行
い、我が国コンテンツ流通の促進を
図った。
・2011年12月のATP（社団法人全日
本テレビ番組製作社連盟）による
「東京TVフォーラム」を支援し、日本
のテレビ番組の海外発信を促進し
た。

アジア・コンテンツ・ビジネスサミッ
ト、日中国交正常化４０周年記念事
業、日本韓文化コンテンツ産業
フォーラムといった取組みを通じ、規
制緩和を働きかけるとともに、我が
国のコンテンツの流通を促進する。

〇

アジア域内の交流の場を支援すると
ともに、規制の緩和・撤廃の実現に
向けてた環境醸成をいく必要があ
る。

総務省

・日中映像交流事業において、NHK
とCCTV（中国中央電視台）との間の
番組交流を支援した。
・2011年12月のATP（社団法人全日
本テレビ番組製作社連盟）による
「東京TVフォーラム」を支援し、日本
のテレビ番組の海外発信を促進し
た。

日中の民間事業者間の交流の促進
を図り、我が国コンテンツ流通を促
進する。

〇

アジア域内の交流の場を支援すると
ともに、規制の緩和・撤廃の実現に
向けてた環境醸成をいく必要があ
る。

137

映像を通じた発
掘・創造

国際共同製作への支援を行
うとともに、アジア諸国をはじ
めとする諸外国との国際共
同製作協定を締結する。
（短期・中期）

国際共同製作支援の要件を
文部科学省と協力し、整備。
関係府省と協力し、協定締
結に向けて検討を推進。産
業界におけるニーズ検討の
過程で必要となる事項につ
いての情報収集を実施。

検討結果を踏まえ、関係府省と連携して
順次交渉し、国際共同製作に必要な枠
組みを実現。

諸外国の国際共同製作に係
る制度について情報収集を
行いつつ、関係府省と協力
して必要な枠組みにつき検
討。

地方の放送局や番組制作会
社が制作した地域の観光資
源や産品を紹介するコンテ
ンツ（地域コンテンツ）につい
て海外の放送局との共同製
作を支援。また、関係府省と
協力し、関係業界からの
ニーズをはじめとした情報収
集を図りつつ、放送番組も含
めた国際共同製作協定につ
いて検討を実施。

映画の国際共同製作に対する製作費の支援を実施。

観光に資する映像制作を支援。

138

「アジア・コンテンツ・ビジネス
サミット」、「日中韓文化コン
テンツ産業フォーラム」、日
中映像交流事業(「映画、テ
レビ週間」、「アニメ・フェス
ティバル」)といったアジア域
内の交流の場を通じ、国際
共同製作や外国の規制緩和
の促進も含め、我が国コンテ
ンツ流通の促進を図る。
(短期)

市場統計の整備に向けた調査、国際共同製作及び規制
緩和の促進に向けた対話の推進により、アジア域内のコ
ンテンツ流通を促進。

日中映像交流事業を通じて、日中の民間事業者間の交
流の促進を図り、我が国コンテンツ流通を促進。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

経済産業省
クールジャパン官民有識者会議を
設置し、提言をとりまとめた。

クールジャパン官民有識者会議を再
開し、引き続き、官民一体となって戦
略的に推進していく。

○
政策課題を整理し、海外展開をはじ
め、クールジャパン戦略を推進する
必要がある。

総務省
海外の放送局との共同製作の機会
の創出により、地域コンテンツの海
外展開を支援した。

昨年の事業成果を踏まえ、より効果
的に地域コンテンツの国際共同製
作による海外展開の実施を支援す
る。

○
昨年の事業成果を踏まえ、より効果
的な地域コンテンツの国際共同製作
による海外展開の実施を支援する。

外務省

2011年度新規案件として、重点国・
地域にクールジャパン各分野の専
門家を派遣し、主に現地の業界関
係者を対象に講演会をはじめとする
クールジャパン発信事業を実施し
た。サンフランシスコに和装ファッ
ションブランドのデザイナー兼プロ
デューサーを派遣し、 ファッション
ショー、 講演会、展示・交流会等を
実施した他，シンガポール（マンガ・
アニメ分野）、モスクワ（音楽分野）、
北京（アニメ・声優分野）、ロンドン
(ファッション・デザイン分野）、LA（日
本食分野）で案件を実施した。

クールジャパン発信事業を継続実施
する。

○
クールジャパン発信事業を継続実施
し、海外に対する効果的なクール
ジャパンの発信を行う必要がある。

文部科学省

・2011年6月に中国（北京・上海）で
開催された日中映像交流事業にお
ける日本の映画、アニメの上映を実
施した。
・2012年3月にフランス（パリ）で開催
されるサロン・ド・リーブルにおいて、
日本の現代文学やマンガなど、日本
文化の紹介を行った。

諸外国の首脳や政府との間で設定
される周年事業等に関連して実施さ
れる各事業等の機会を通じて、日本
文化を紹介するコンテンツを提供す
る。

○

各種イベントを通じたクールジャパン
発信事業を通じて、海外に対する効
果的な日本文化の情報発信を継続
して行う必要がある。

農林水産省
食品関連企業の情報交換会を９回
実施した。

食品関連企業の情報交換会/見本
市を実施する。

○
食品関連企業の情報連絡会/見本
市を実施し、企業間の連携する取組
を支援する必要がある。

国土交通省

観光プロモーション対象国におい
て、現地のニーズに即したコンテン
ツを組み合わせた観光ＰＲ施策を実
施し、訪日外国人の誘致を推進し
た。

対象国のニーズに即したコンテンツ
を活用した観光プロモーション施策
を実施し、訪日外国人の誘致を推進
する。

○

前年度成果を踏まえ、より効果的な
観光プロモーションを検討しつつ訪
日外国人の誘致を推進する必要が
ある。

139
対象国のニーズ
に即した展開戦
略の策定

コンテンツ、ファッション、食、
すまい、観光、地域産品を効
果的に組み合わせ、各国の
ニーズに基づくグローバルな
展開戦略を策定し、推進す
る。
 (短期)

クールジャパン官民有識者
会議において、クールジャパ
ンに関する各国別戦略を策
定し、官民一体となって戦略
的に推進。

地方の放送局や番組制作会社が制作した地域の観光
資源や産品を紹介するコンテンツ（地域コンテンツ）につ
いて海外の放送局との共同製作を支援するとともに、策
定された戦略に基づき海外展開を実施。

策定された戦略を踏まえ、
ターゲット国・地域に各分野
の専門家を派遣し、セミナー
開催をはじめとしたクール
ジャパン発信事業を実施。

策定された戦略に基づき、日本文化を紹介するコンテン
ツを提供。

策定された戦略に基づき、アジア地域での投資や事業
拡大に関する食品関連企業間の情報交換の場を設置。
この場を通じて、具体的な企業間の連携する取組を支
援。

策定された戦略に基づき、観光プロモーションと連携。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

140

クールジャパンに関するコ
ミュニケーション戦略を担う
「クリエイティブ・ディレク
ター」を設置するとともに、海
外においてクールジャパンを
発信する人財（「アンバサ
ダー」）をネットワーク化し、
戦略的な情報発信を行う。
（短期）

経済産業省

クリエィティブ・ディレクター及びコン
トリビューターを選定するとともに、
クール・ジャパンのポータルサイトを
設置して、戦略的な情報発信を実施
した。

コントリビューターやクール・ジャパ
ンのポータルサイトを通じて、戦略的
な情報発信を継続実施する。

○

コントリビューターやクール・ジャパン
のポータルサイトを通じて、海外に
対する効果的な情報発信を継続して
行う必要がある。

経済産業省

2011年９月より「コ・フェスタ（ＪＡＰＡ
Ｎ国際コンテンツフェスティバル）２０
１１」を実施し、３２の関連イベントを
開催し海外に向けて情報を発信し
た。

コ・フェスタ（ＪＡＰＡＮ国際コンテンツ
フェスティバル）を継続的に実施する
とともに、コ・フェスタの見本市機能
の強化策を検討する。

○

前年度成果を踏まえ、事業の効果
的な実施を検討しつつ、コ・フェスタ
を通じた海外に対する効果的な情報
発信を行う必要がある。

文部科学省

・文化庁メディア芸術祭地方展（京
都展（10月）、宮崎展（12月））、海外
展（ドルトムント展（9月））を開催した
ほか、国内外のメディア芸術関連
フェスティバルなどにおける情報発
信を行った。また、メディア芸術プラ
ザで情報発信を行った。
・2月に東京において文化庁メディア
芸術祭を開催した。

文化庁メディア芸術祭の開催や、国
内外のメディア芸術関連フェスティバ
ルなどにおける情報発信に取り組
む。

○

メディア芸術祭といった展示会やフェ
スティバルを実施し、海外に対する
効果的な情報発信を行う必要があ
る。

内閣官房

海外向け電子雑誌「Highlighting
JAPAN」において、関連府省庁が行
うクールジャパン関連の国内イベン
トの紹介を行った。

関係府省の取組について、政府広
報により支援を継続的に実施し、効
果的な支援方法を検討する。

○

関係府省の取組について、政府広
報により支援を継続的に実施しつ
つ、効果的な支援方法を検討する必
要がある。

総務省

2011年10月「国際ドラマフェスティバ
ル(第５回)」を共催し、海外のイベン
トとの連携や海外のコンテンツ見本
市への出展を実施するといったコン
テンツの海外展開拡大に向けた取
組を支援した。

コンテンツの海外展開拡大に向けた
取組を継続的に支援する。

○
コンテンツの海外展開拡大に向けた
取組を継続的に支援する必要があ
る。

外務省

関係府省からの要望に応じ, 在外公
館を通じて広報面で支援した。（例：
シンガポール大使館のジャパン・ク
リエイティブ・センターにおいてメディ
ア芸術祭受賞作の展示・上映を実
施した。）

関係府省からの要望に応じ 、適宜
クールジャパン支援現地タスク
フォースで情報共有を行いつつ、可
能な広報支援を実施する。

○
必要に応じクールジャパン支援現地
タスクフォースで情報共有を行いつ
つ広報支援を実施する必要がある。

国土交通省

国内で開催されたコンテンツや食関
連の各種イベントについて、訪日促
進キャンペーンサイトや、ビジット
ジャパン事業で展開するSNSで発信
するなど、訪日外国人の誘致を推進
した。

国内での各種イベントの開催に関
し、観光プロモーションでの情報発
信を実施し、訪日外国人の誘致を推
進する。

○
観光プロモーションを実施し、訪日外
国人の誘致を推進する必要がある。

クールジャパン発
信の仕組みの構
築

クリエィティブ・ディレクター及びアンバサダーを選定し、
戦略的な発信を実施。

141

コ・フェスタ、メディア芸術祭、
各種見本市をはじめとした国
内でのイベントに関し、海外
への情報発信強化や外国人
を呼び込むための取組を進
めるとともに、海外からの出
展の増加を図る。
(短期)

コ・フェスタの開催を通じ、国内での各見本市に関し、海
外への情報発信強化や外国人を呼び込むための取組
を推進。

メディア芸術祭について一層の充実を図るとともに、国
際的認知を高めるための関連イベントや海外フェスティ
バルとの連携強化を推進。

関係府省の取組について、政府広報により支援。

コ・フェスタの主要イベントである「国際ドラマフェスティバ
ル」を支援することにより海外への情報発信強化や外国
人を呼び込むための取組を実施。

在外公館を通じて広報面で支援。

国内イベントの開催に関し、海外への情報発信を実施。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

外務省

各種イベントの機会を活用しなが
ら、以下のような事業を実施するこ
とで、クールジャパン発信に寄与す
る事業における関係府省や地方自
治体との連携を強化した。
・地方自治体との共催で，日本の大
使館や総領事館といった在外公館
施設を活用した地方の物産、観光と
いったプロモーション活動を実施し
た。
・フランスのＪＡＰＡＮ　ＥＸＰＯでは、
当省・国際交流基金、経産省、農水
省、観光庁の４省庁が連携して、日
本文化の魅力発信や風評被害対策
の取組を実施した。
・日米桜寄贈１００周年事業では、内
閣官房知財事務局の「クールジャパ
ンを活用した日本ブランド復興キャ
ンペーン」における海外イベント事業
とも連携した。ワシントンＤＣにおけ
る桜祭りオープニング式典（２０１２
年３月２５日）など、米国における桜
祭りの時期にクールジャパン事業を
実施した。

来年度も、在外公館と地方自治体と
の共催による地方の物産、観光等
のプロモーション事業の推進、関係
省庁と連携したＪＡＰＡＮ　ＥＸＰＯへ
の参加を検討しており、その他の国
際的イベントの機会も活用しつつ、
関係府省や地方自治体と連携した
クールジャパン発信に寄与する事業
に積極的に取り組む。

○
クールジャパン発信に寄与する事業
を実施し、関係府省と連携した効果
的な情報発信を行う必要がある。

内閣官房

海外向け電子雑誌「Highlighting
JAPAN」において、関係府省庁が行
うクールジャパン関連の国際的イベ
ントの紹介を行った。

クールジャパン施策を支援する広報
施策を引き続き検討し実施する。

○
関係府省の取組について、政府広
報による支援を検討し、実施する必
要がある。

総務省
各種周年事業に対し、活用可能な
地域コンテンツの情報を提供した。

各種周年事業に対し、活用可能な
地域コンテンツの情報を提供し、府
省横断的なクールジャパン発信のた
めの連携を図る。

○
地域コンテンツの情報を提供し、関
係府省と連携した効果的な情報発
信を行う必要がある。

文部科学省

日本オリンピック委員会と連携し、情
報発信の強化方策を検討した。日
本オリンピック委員会は、2011年11
月８日、ロンドンオリンピックにおけ
る対外的な活動拠点となる「ジャパ
ンハウス」の概要を公表した。

オリンピック開催期間中、ジャパンハ
ウスにおいて、日本を紹介する。

○
関係機関と連携した効果的な情報
発信を行う必要がある。

農林水産省

日本オリンピック委員会と連携し、情
報発信の強化方策を検討した。
ダボス会議のジャパンナイトにおい
て、農林水産省料理マスターズ受賞
者が、日本の「食」を提供した。

ロンドンオリンピック等の大規模イベ
ントにおいてレセプション等に被災地
の産品を提供して、日本食・食文化
の発信を実施する。

○
関係機関と連携した効果的な情報
発信を行う必要がある。

経済産業省

クール・ジャパン戦略推進事業に
て、地域産品やコンテンツを出展し、
クールジャパンを発信する仕組み作
りを行った。

クール・ジャパン戦略推進事業に
て、クールジャパンを発信する仕組
み作りを行う。

○
クールジャパン戦略推進事業を実施
し、効果的な情報発信を行う必要が
ある。

国土交通省

日米桜寄贈100周年では、現地での
日本関連イベントに農水省と共にス
ポンサー参画し、桜の装飾やブース
出展・アトラクションを2012年３月に
実施した。訪日動機No.1コンテンツ
である食と観光のコラボレーション
で、風評被害を払拭し訪日への興
味喚起・検討へ繋げた。

開催予定の国際的イベントを活用
し、観光プロモーションと連携した情
報発信を実施し、訪日外国人の誘
致を推進する。

○
観光プロモーションを実施し、訪日外
国人の誘致を推進する必要がある。

142
クールジャパン発
信の仕組みの構
築

ロンドンオリンピックや周年
事業（例．「日米桜寄贈100
周年事業」）に代表される国
際的イベントを活用し、府省
横断的にクールジャパンを
発信する仕組みを確立す
る。また、地方自治体とも連
携して地域に根ざしたクール
ジャパンを発信する仕組みを
確立する。
(短期)

周年事業といった各種イベントの機会に、関係府省と連
携し、クールジャパン発信事業を実施。また、各種イベン
トにおいて地方公共団体との連携を強化。

関係府省の取組について、政府広報により支援。

各種周年事業において、地方の放送局や番組制作会社
が制作した地域の観光資源や産品を紹介するコンテン
ツ（地域コンテンツ）を提供。

日本オリンピック委員会と連
携し、情報発信の強化方策
を検討。

オリンピック開催期間中、
日本選手団の活動拠点
（ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊｳｽ）において、日
本を紹介。

各種事業において日本食・食品を紹介。

各種事業において、地方産品やコンテンツを出展。

各種事業において、観光プロモーションと連携。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

内閣官房

クールジャパン及び震災復興への
支援に対する謝意を発信する日本
ブランド復興キャンペーンとして海外
で１０事業を実施するとともに、多言
語ポータルサイトを立ち上げ、日本
ブランド復興キャンペーンについて
情報発信し、更に、海外メディアを活
用してクールジャパン及び震災復興
のメッセージを発信し、日本ブランド
の信頼性回復を促進した。また、
クールジャパンを統一的に発信する
ため、ロゴ・メッセージを公表した。

ロゴメッセージを通じたクールジャパ
ンの情報発信を継続的に実施する。

○

ロゴメッセージを通じたクールジャパ
ンの情報発信を継続的に実施し、ロ
ゴ・メッセージの普及を図る必要があ
る。

総務省

テレビ国際放送や国際共同製作な
どを通じて、日本と海外双方バラン
スの取れた視点を踏まえた正確な
情報を海外に向けて発信した。

テレビ国際放送などを通じて情報発
信を積極的に実施する。

○
必要に応じて、復興に関する正確な
情報発信を行う必要がある。

外務省

ジャナドリヤ祭やＪａｐａｎ　Ｅｘｐｏと
いった海外イベントにおける情報発
信や、「なでしこジャパン」からの海
外への感謝・復興ビデオ・メッセージ
（外務省作成）のサマーダボス会議
のサイドイベント「ジャパンナイト」で
の上映など、様々な機会を捉えて復
興に関する情報発信を実施した。

海外イベントなどの機会を捉え、情
報発信を積極的に実施する。

○
復興に関する正確な情報発信を行う
必要がある。

文部科学省

・2011年12月に開催した「東アジア
共生会議2011」（東アジア文化芸術
会議）において、震災に係るテーマ
を設定したセッションを実施し、復興
に関する情報発信を実施した。
・2012年2月に開催する「世界文明
フォーラム2012」において、震災に
関連したテーマを設定したセッション
を実施し、復興に関する情報発信を
実施した。
・2011年度において、我が国の文化
人・芸術家等を諸外国に派遣し日本
文化の紹介を行う「文化交流使」の
活動を通して震災復興の情報発信
を実施した。

2012年度に実施予定の「東アジア共
生会議」を被災地で開催することを
計画するなど、様々な機会をとらえ
て復興に関する情報発信を行うこと
を積極的に実施する。

○
東アジア共生会議などを通じた復興
に関する正確な情報発信を行う必要
がある。

経済産業省
クール・ジャパン戦略推進事業にお
いて、国内外に東北の復興をアピー
ルする情報発信を実施した。

クール・ジャパン戦略推進事業に
て、国内外に情報発信を促進する。

○
事業を実施し、復興に関する正確な
情報発信を行う必要がある。

国土交通省

韓国・フランスといった海外でのクー
ルジャパン関連イベントにおいて、
正確な情報発信を実施し、訪日外
客の回復を促進した。

海外イベントなどの機会を超え、情
報発信を積極的に実施する。

○
復興に関する正確な情報発信を行う
必要がある。

144

国内において、クールジャパ
ンによる創造的復興に向け
た意識を醸成するための情
報発信を行う。
（短期）

内閣官房

クールジャパン及び震災復興への
支援に対する謝意を発信する日本
ブランド復興キャンペーンとして国内
で３事業を実施し、日本ブランドの信
頼性回復を促進した。

クールジャパンに関する情報の効果
的な発信方法を検討し、実施する。

○
クールジャパンに関する情報の効果
的な発信方法継続的に検討し、実
施する必要がある。

145
イメージ戦略の
推進

イメージ戦略の一環として、
クールジャパンに関するポー
タルサイトによる多言語発信
の強化や、ロゴマークの作成
を含む統一的なイメージによ
る発信を行う。
(短期)

内閣官房

クールジャパン及び震災復興への
支援に対する謝意を発信する日本
ブランド復興キャンペーンとして海外
で１０事業を実施するとともに、多言
語ポータルサイトを立ち上げ、日本
ブランド復興キャンペーンについて
情報発信し、さらに、海外メディアを
活用してクールジャパン及び震災復
興のメッセージを発信し、日本ブラン
ドの信頼性回復を促進した。また、
クールジャパンを統一的に発信する
ため、ロゴ・メッセージを公表した。

ロゴメッセージを通じたクールジャパ
ンの効果的な情報発信方法を検討
し、実施する。

○
ロゴ・メッセージの普及とともに継続
的にクールジャパンの情報発信強化
を行う必要がある。

146
イメージ戦略の
推進

世界的な有識者により、文
明に関する意見交換を行う
国際会議を日本において開
催し、世界に向けて新たな価
値を発信する。
(短期)

文部科学省
2012年2月に、世界文明フォーラム
2012を開催した。

2012年2月に開催した、世界文明
フォーラム2012の開催結果を踏ま
え、今後の方向性について、検討を
行う。

○
事業の結果を受け、効果的な情報
発信を行うための検討を行う必要が
ある。

143

東日本大震災を
踏まえた情報発
信

多言語ポータルサイトを通じ
た適切な情報発信、国内外
のクールジャパンに関するイ
ベント、復興キャンペーン、
海外との人的交流を通じ、海
外に対し、震災からの復興
に関する情報発信を行う。
（短期）

多言語ポータルサイトやロゴ
作成も含めた復興キャン
ペーンに関し、予算を確保し
て実施。

国内外のクールジャパンに
関連するイベントや海外との
人的交流といった様々な機
会で復興に関する情報発信
を実施。

復興キャンペーンの実施を
通じ、クールジャパンを核と
した創造的復興に関する国
内意識を醸成。

多言語ポータルサイトやロゴ
マークの予算を確保して作
成するとともに、メンテナンス
体制も確立の上、様々なイ
ベントでの露出を高めなが
ら、海外への普及を推進。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。

世界文明フォーラムを、日本
において開催。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

総務省

・「コンテンツ海外展開協議会」を設
置し、我が国コンテンツの海外展開
促進に向けた諸課題について検討
を開始した。
・権利処理円滑化を促進する関係
者による「海外番販に係る権利処理
円滑化ＷＧ」を開催し、海外番組販
売に必要な権利処理に関するガイド
ラインを策定した。

策定したガイドラインの活用を促進
するとともに、左記協議会を通じて
我が国コンテンツの海外展開促進
に向けた諸課題を検討し、コンテン
ツの海外展開を促進する。

○

策定したガイドラインの活用を促し、
コンテンツの権利処理の円滑化を図
ることでコンテンツの海外展開を促
進する必要がある。

文部科学省

・年に3回（前期・中期・後期）行う、
日本映画を海外映画祭へ出品する
ための外国語字幕制作等に対する
支援を実施（前期・中期）した。

2012年度においても、日本映画を海
外映画祭へ出品するための外国語
字幕制作等に対する支援を実施す
る。

○
外国語字幕作成に対する支援を実
施し、映像作品の海外展開を支援す
る必要がある。

外務省

・21か国の26テレビ局に対し、日本
を舞台にしたドラマ・アニメや日本事
情を扱ったドキュメンタリー、日本の
教育番組を提供した。

2011年度実績と同程度の規模の事
業を実施する。対象国・局や提供番
組については，現地ＴＶ局からの要
望を審査する。

○
文化交流事業を実施し、現地TV局
に日本のTV番組を提供する必要が
ある。

148

クールジャパンの対外情報
発信の強化を図るため、各
国・地域の衛星放送やケー
ブルテレビを通じた国際放送
の普及に向けた取組を支援
する。
(短期)

総務省

各国・地域の衛星放送やケーブルテ
レビを通じて簡易な方法で受信でき
る目標世帯数を1億3800万世帯と設
定し、2011年12月末時点で、約1億
4612万世帯となり、目標を達成する
とともに、普及に向けた取組を支援
した。

2013年度における各国・地域の衛星
放送やケーブルテレビなどを通じて
簡易な方法で受信できる目標世帯
数を1.5億世帯と設定し、引き続き普
及に向けた取組を支援する。

○

各国・地域の衛星放送やケーブルテ
レビを通じた国際放送の普及に向け
た取組を継続的に支援する必要が
ある。

内閣官房 映像の提供について検討を行った。 映像の提供について検討を行う。 △
映像提供の取組について、検討を進
める必要がある。

総務省
コンテンツ製作者による国際航空路
線へのクールジャパンに関する映像
の提供を支援した。

左記結果を踏まえ、改善を図りつ
つ、実施する。

○
コンテンツ製作者による国際航空路
線へのクールジャパンに関する映像
の提供を支援する必要がある。

外務省 映像提供について検討を行った。 映像の提供について検討を行う。 △
映像提供の取組を進める必要があ
る。

文部科学省
内閣官房の行う政府広報について、
日本文化を紹介するコンテンツの提
供について検討を行った。

内閣官房の行う政府広報に提供で
きる日本文化を紹介するコンテンツ
について検討を行う。

△
検討結果に基づき、日本文化を紹介
するコンテンツを提供する必要があ
る。

農林水産省
我が国発着の国際航空路線におい
て日本食・食材に関する映像を放映
した。

我が国発着の国際航空路線におい
て日本食・食材に関する映像を放映
する。

○
日本食・食材を紹介するコンテンツ
を提供する必要がある。

経済産業省

我が国発着の国際航空路線事業者
に、日本の生活雑貨、インテリア、テ
キスタイルの映像コンテンツ等を提
供した。

左記結果を踏まえ、改善を図りつ
つ、実施する。

○
各省と連携して、日本の映像コンテ
ンツを提供する必要がある。

国土交通省

観光立国ナビゲーターによるメッ
セージフィルムを日本乗り入れの航
空会社の国際線機内にて上映し、
訪日の安全・安心を訴求し、外客誘
致の回復を促進した。

必要に応じて観光コンテンツを提供
する。

○
観光コンテンツを提供する必要があ
る。

150
コンテンツを活用
したクールジャパ
ンの発信強化

影響力が大きい映画・ドラ
マ・ゲームを活用し、作品中
にファッションや食といった
クールジャパンを登場させる
よう民間の取組を促す。
(短期)

経済産業省

クール・ジャパン海外展開推進事業
において、インドにおける日本のア
ニメの配布を梃子とした食及び日用
品の販売促進をモデル事業として実
施した。

クール・ジャパン海外展開推進事業
においてモデル事業を実施するとと
もに、民間の取組を促進する。

○
クールジャパン海外展開推進事業を
実施するとともに、民間の取組を促
進していく必要がある。

モデル事業を実施するととも
に、関係者の交流の場を設
け、民間の取組を促進。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。

149
国際線での情報
提供

我が国発着の国際航空路線
へのクールジャパンに関する
映像の提供を進める。
(短期)

政府広報コンテンツを国際
航空路線で放映。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。

コンテンツ製作者による国際
航空路線へのクールジャパ
ンに関する映像の提供を支
援。

権利処理上の問題を解決し
た上で、クールジャパンに関
する映像を提供。

日本文化を紹介するコンテ
ンツを提供。

日本食・食材を紹介するコン
テンツを提供。

日本の映像コンテンツを提
供。

観光コンテンツを提供。

147

映像や放送の展
開

放送番組を含む映像コンテ
ンツの海外展開を促進する
ため、官民が連携するコン
ソーシアムを設置するととも
に、現地語対応を含め、民
間による海外発信のための
取組を支援する。また、権利
処理を円滑化するため、ガイ
ドラインの策定を含む検討の
場を設置し、必要な措置を講
ずる。
(短期)

放送番組を含む映像コンテ
ンツの海外展開を促進する
ため、官民が連携するコン
ソーシアムを設置。
権利処理円滑化を促進する
関係者による情報共有の場
を設置するとともに、海外番
組販売に必要な権利処理の
内容を検討。

コンソーシアムを通じたコ
ンテンツの海外展開を促
進。
左記検討を基に、権利処
理の円滑化を図りコンテン
ツの海外展開を促進。

日本映画を海外映画祭へ出品するための外国語字幕
制作に対する支援を実施するとともに、日本の放送番組
を含む映像作品の更なる海外展開支援について検討
し、検討結果に基づき、必要な施策を実施。

文化交流事業の一環として、現地TV局の希望に応じて
日本のTV番組を提供する（2012年度以降も継続）。

各国・地域の衛星放送や
ケーブルテレビを通じて簡易
な方法で受信できる目標世
帯数を1億3800万世帯と設
定し、普及に向けた取組を
支援。

平成25年度における各
国・地域の衛星放送や
ケーブルテレビなどを通じ
て簡易な方法で受信でき
る目標世帯数を1.5億世帯
と設定し、普及に向けた取
組を支援。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

151

日本の食に関するイメージ
の回復を図るため、正確な
情報発信を図るとともに、国
内の検査体制の強化、輸出
に必要な証明書発行体制の
構築をはじめとした体制整備
を行う。
（短期）

農林水産省

左記のほか、春節前に集中的に６ヶ
国・地域（香港・台湾・タイ・シンガ
ポール・中国・韓国）を中心に海外メ
ディアとのタイアップによる番組放
映、記事・広告掲載などを実施し
た。

輸出に必要な証明書発行体制の構
築をはじめとした体制整備を行うとと
もに、PRを実施する。（国・地域を検
討）

○
食の安全に対する体制整備及び正
確な情報発信を行う必要がある。

152

日本への観光の回復を図る
ため、正確な情報発信や観
光イベントへの支援強化を
行う。
（短期）

国土交通省

海外での緊急調査事業を通じて、訪
日旅行に対する受け止め方を分析
した。その結果を基に正確な情報発
信を実施するとともに、引き続き震
災の影響により観光客が減少して
いる地域で開催される観光イベント
の支援や国内外に向けた広報を実
施し、訪日外客の回復を推進した。

正確な情報発信を行うとともに、観
光イベントを支援し、訪日外国人の
回復を推進する。

○
正確な情報発信を行うとともに、観
光イベントを支援し、訪日外国人の
回復を推進する必要がある。

153

風評被害による物流の停滞
を防ぎ、貿易の円滑化を図
るため、日本の製品に関し、
正確な情報発信を図るととも
に、国が指定した検査機関
が行う輸出品に対する放射
線量検査の検査料を補助す
る。
（短期）

経済産業省

2011年度一次補正予算事業におい
て１３、三次補正予算事業において
１４の検査機関を指定し、輸出事業
者の受ける放射線量検査の検査料
の補助を行い、１万６０００件以上
（2012年１月末時点）の検査を実施
した。

日本製品の安全性に関して適切な
情報発信を実施する。

○
必要に応じて日本製品の安全性に
関して適切な情報発信を実施する必
要がある。

外務省

外国メディアによる事実誤認に基づ
く報道に対し、反論投稿、申し入れ
を行うと共に、国内関係府省庁及び
関係機関との情報共有・連携を図り
ながら、行き過ぎた措置をとる国に
対する働きかけを実施した。特に、
輸入規制に関しては、在外公館を通
じた働きかけと共に、二国間会談や
国際会議といった機会において政
治レベルでの申し入れも実施してお
り、規制対象となる地域や品目の減
少など一定の成果が出ている。ま
た、在京の各国外交団、外国プレ
ス、外資系企業への説明・ブリーフィ
ング、海外主要都市における産業界
向け説明会、在外公館による復旧・
復興状況の発信といったの積極的
な情報発信を実施した。

必要に応じて、外国メディアによる不
適切な報道への対応や関係府省
庁・機関とも連携しつつ規制の緩
和・撤廃に向けた取組を在外公館も
活用しつつ実施する。

○

必要に応じて不適切な報道への対
応及び関係府省庁・機関と連携した
規制の緩和・撤廃に向けた取組を実
施する必要がある。

農林水産省
諸外国に対する輸入規制撤廃・緩
和に向けた働きかけや海外メディア
等への説明を実施した。

諸外国に対する輸入規制撤廃・緩
和に向けた働きかけや海外メディア
 等への説明を実施した。

○
規制の緩和・撤廃に向けた取組を実
施する必要がある。

経済産業省

・クール・ジャパン海外展開推進事
業の一貫として、シンガポールにお
いて、日本食の安全と魅力を発信す
る事業を実施した。
・「CREATIVE TOKYO」フォーラムを
開催し、海外からクリエイターを招聘
した。クール・ジャパン及び日本の復
興の姿への正しい理解を深めるた
め、海外メディアを通じた情報発信
を実施した。

クール・ジャパン海外展開推進事業
を活用しつつ、日本の食や産品の安
全性及び魅力を発信していく。また、
「CREATIVE TOKYO」フォーラムを開
催し、海外メディアを通じた正しい情
報発信を実施する。

○
事業を実施するとともに、海外メディ
アを通じた正確な情報発信を実施す
る必要がある。

国土交通省

在外公館と連携し、正確な情報発信
を実施した。また、過剰規制とならな
いよう外交ルートを通じて海外当局
に働きかけを実施するとともに、放
射線量のモニタリング結果をＨＰ上
で公表した。さらに海外メディア、著
名人、旅行業者を招へいし、日本の
安全性を確認してもらい、訪日外客
の回復への取組を推進した。

必要に応じて海外当局に働きかけを
実施するとともに、正確な情報発信
を行う。

○
海外当局に働きかけを実施するとと
もに、正確な情報発信を行う必要が
ある。

東日本大震災を
踏まえた日本の
ブランドイメージ
の回復

農林水産物・食品は国内措
置により基準値を下回ったも
のしか流通していないことを
含め、正確な情報提供を実
施。放射性物質の検査を行
うために必要な検査機器や
検査体制を整備・充実。産地
証明書又は放射性物質の検
査証明書の発行に関し、利
用者の利便性に配慮した枠
組みを構築。放射性物質の
検査を受ける際に輸出業者
が負担する検査費用を軽
減。

海外における訪日旅行に対
する受け止め方に関する分
析を実施。その結果を基に
正確な情報発信を実施。震
災の影響で観光客が減少し
ている地域で開催される観
光イベントの支援や国内外
に向けた広報を実施。

海外における日本製品の安
全性に関して適切な情報発
信を実施。国が指定した検
査機関が行う輸出品に対す
る放射線量検査の検査料の
補助を実施。

154

適切な情報発信を行い、不
適切な報道への対応を在外
公館を通じて行うとともに、
過剰規制とならないよう外交
ルートを通じ海外当局に働き
かけを行う。
（短期）

不適切な報道への対応を在
外公館を通じて行うととも
に、過剰規制とならないよう
外交ルートを通じて海外当
局に働きかけを実施。
海外に向けて日本の安全性
に関して放射線量のモニタリ
ング結果の公表も含めて適
切な情報発信を行うととも
に、海外メディア、著名人、
海外の輸入業者や旅行業者
の招へい、国内事業者の派
遣を通じ、日本の食・製品・
観光の安全性を説明。
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経済産業省

・クールジャパン大賞を創設し、2012
年3月に表彰を実施する。
・クールジャパンデイリー内にマザー
を設置した。

左記結果を踏まえ、改善を図りつ
つ、実施する。

○

クールジャパンの顕彰を行うととも
に、受賞したものやクリエイターにつ
いて海外展開を支援する必要があ
る。

総務省
顕彰が行われた後、受賞した作品・
クリエーターについて、海外に向け
た情報発信を実施する。

「クールジャパン大賞(仮称)」が実施
された際に、受賞した作品映像やク
リエーターをイベントで紹介する。

△
受賞した作品映像やクリエイターに
ついて情報発信を行う必要がある。

文部科学省
顕彰が行われた後、受賞した作品・
クリエーターについて、海外に向け
た情報発信を実施する。

クールジャパン大賞の創設を受け
て、その受賞作品やクリエーター等
を文化イベントで紹介することを検
討する。

△
受賞した作品やクリエイターについ
て情報発信を行う必要がある。

農林水産省
顕彰が行われた後、受賞した食材
の特性を踏まえ、適切な機会を捉え
て実施する。

顕彰が行われた後、受賞した食材
の特性を踏まえ、適切な機会を捉え
て実施する。

△
受賞した食材について情報発信およ
び輸出促進を行う必要がある。

国土交通省
顕彰が行われた後、受賞した作品・
産品について、海外に向けた情報
発信を実施する。

顕彰が行われた後、受賞した作品・
産品について、海外に向けた情報発
信を実施する。

△
受賞した作品や産品について情報
発信を行う必要がある。

外務省
顕彰が行われた後、受賞した作品・
産品について、海外に向けた情報
発信を実施する。

顕彰が行われた後、受賞した作品・
産品について、海外に向けた情報発
信を実施する。

△
受賞した作品や産品について情報
発信を行う必要がある。

国土交通省

海外から旅行業界関係者招へい時
に、食やファッションのスポットを紹
介し訪日旅行ルート造成を働きか
け、訪日外客の誘致を推進した。

海外から旅行業界関係者招へいし、
クールジャパン関連スポットを紹介
することにより、訪日旅行ルート造成
を働きかけ、訪日外客の誘致を推進
する。

○
事業を実施し、訪日旅行ルートの開
発を行う必要がある。

文部科学省

地域の文化遺産を活用し、文化振
興とともに観光振興・地域活性化を
推進する地域の特色ある総合的な
取組に対して補助を実施した。

地域の文化遺産を活用し、文化振
興とともに観光振興・地域活性化を
推進する地域の特色ある総合的な
取組に対して補助を実施する。

○
文化遺産を活用した地域の取組を
支援する必要がある。

経済産業省

国土交通省と連携して、海外の富裕
層を顧客とする有力海外バイヤー
の招聘や、日本における旅行商談
会の開催に協力した。

国土交通省に協力して訪日旅行
ルートの開発を行う。

○
国土交通省に協力して訪日旅行
ルートの開発を行う必要がある。

農林水産省

国土交通省と連携し、ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡ
Ｎ Travel Mart2011において訪日外
国人を対象としたグリーン・ツーリズ
ム、教育旅行商品を紹介し、旅行商
品の開発を支援した。

国土交通省と連携し、ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡ
Ｎ Travel Martなどにおいて訪日外
国人を対象としたグリーン・ツーリズ
ム、教育旅行商品を紹介し、旅行商
品の開発を支援する。

○
国土交通省と連携して旅行商品の
開発を支援する必要がある。

文部科学省

地域の文化遺産を活用し、文化振
興とともに観光振興・地域活性化を
推進する地域の特色ある総合的な
取組に対して補助を実施した。

地域の文化遺産を活用し、文化振
興とともに観光振興・地域活性化を
推進する地域の特色ある総合的な
取組に対して補助を実施する。

○
文化遺産を活用した地域の取組を
支援する必要がある。

国土交通省
地域の伝統芸能といった,日本各地
の特色ある文化遺産を活かした取
組を支援した。

地域の伝統芸能といった,日本各地
の特色ある文化遺産を活かした取
組を支援する。

○
文部科学省と連携し、文化遺産を活
用した地域の取組を支援する必要
がある。

156

クールジャパンの
リピーターの拡大

日本のファンとなる観光客や
ビジネス客の増加を図るた
め、国際見本市とも連動させ
ながら、クールジャパンを
テーマとした訪日旅行ルート
の開発を推進する。
(短期)

海外から旅行業界関係者を
招へいし、クールジャパンを
テーマとしてスポットを紹介
し、訪日旅行ルートのメ
ニューを造成。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。

国土交通省に協力し、観光
ルートの候補として日本の
文化遺産の観光スポットを
紹介。

国土交通省に協力して、観
光ルートの候補として日本
のコンテンツや産品や国際
見本市の観光スポットを紹
介。

国土交通省と連携して、訪
日外国人によるグリーン・
ツーリズム、教育旅行を対象
とした旅行商品の開発支
援。

157

地域の活性化や観光客の増
加を図るため、史跡の復元・
公開や地域の伝統芸能と
いった日本各地の特色ある
文化遺産を活かした取組を
支援する。
(短期)

地方公共団体が計画する地域の多様で豊かな文化遺
産を活用し、文化振興とともに観光振興・地域活性化を
推進する地域の特色ある総合的な取組に対して補助を
実施。

文部科学省と連携し、文化遺産を活用した地域の観光
振興の取組を支援。

155
「クールジャパン
大賞（仮称）」によ
る顕彰

クールジャパンの取組のう
ち、特に優れたものやクール
ジャパン推進に顕著な功績
を残した人物・団体を顕彰す
ることを通じて、クールジャパ
ンの人気の拡大を図る。
(短期)

クールジャパン大賞を創設
し、表彰を実施するととも
に、受賞したものやクリエー
ターについて戦略的な海外
展開を支援。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。

受賞した作品映像やクリ
エーターをイベントで紹介。

受賞した作品やクリエーター
を文化イベントで紹介。

受賞した食材の輸出を促
進。

受賞した作品・産品につい
て、海外に向けた情報発信
を実施。

受賞した作品及び産品のＰ
Ｒを実施。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

経済産業省

・展示会産業の国際化を推進するた
めに、展示会統計の基準を整備す
るとともに、展示会の活性化ビジョン
をとりまとめた。
・展示会統計に係る認証制度、人材
育成及び受入体制の在り方等につ
いて研究した。

展示会統計に係る認証制度の導
入、人材育成事業などを実施する。

○

検討結果を踏まえ、展示会統計に係
る認証制度の導入、人材育成を実
施し、国際見本市の活性化を支援す
る必要がある。

国土交通省

日本のＭＩＣＥブランドの強化を図る
ため、欧州、米国、アジアの各地域
における見本市への出展を行った。
また、日本にＭＩＣＥを誘致するため
に、ＭＩＣＥの開催地決定に大きな影
響力を持つキーパーソンの招請や、
海外での誘致説明会、ＰＲブース出
展等を通じた直接の誘致活動を行う
誘致主体者に対して支援を行った。
さらに、日本で開催された国際会議
や展示会に併催されている国際会
議等への外国人参加者を増加する
ために、ゲストスピーカーの招請
や、海外でのプロモーション活動へ
の支援を行った。

2012年度についても海外プロモー
ション事業、ＭＩＣＥ誘致・開催の推
進のための取組を実施する。具体
的には日本のMICEブランドの強化
を図るため、海外見本市への出展
や招請事業を通じて市場開拓を強
化を図る。また、会議開催決定権者
への働きかけなどの日本側主催者
が行う誘致活動を支援する。

○

海外見本市への出展や招請事業を
通じて市場開拓の強化を図るととも
に、日本側主催者が行う誘致活動を
支援する必要がある。

外務省
海外プレスの招へいの際に, 先方の
希望に応じ, クールジャパンに関係
する取材先・訪問先を反映した。

海外プレスの招へいの際に, 先方の
希望に応じ, クールジャパンに関係
する取材先・訪問先を反映する。

○

海外プレスの招へいの際に、クール
ジャパンに関する取材先・訪問先を
反映し、海外プレスを通じたクール
ジャパンに関する情報発信を支援す
る必要がある。

文部科学省

・アーティスト・イン・レジデンス等に
対して支援を行う文化芸術の海外
発信拠点形成事業を、2011年度か
ら開始し、2011年9月に27団体の採
択を行った。
・また、2012年度の公募について
2012年2月以降に審査を行い、採択
団体を決定した。

2012年度以降も文化芸術の海外発
信拠点形成事業を引き続き実施し、
アーティスト・イン・レジデンスなどを
強力に支援する。

○
アーティスト・イン・レジデンスなどの
国際文化交流事業を支援する必要
がある。

国土交通省

旅行関係業者、海外プレス、著名ブ
ロガーを招へいし、日本の観光資源
の魅力について理解を促進させ、情
報発信を促すことにより、クールジャ
パン人気の拡大とともに訪日外客の
誘致を推進した。

旅行関係業者、海外プレス、著名ブ
ロガーを招へいし、日本の観光資源
の魅力について理解の促進、クール
ジャパン人気の拡大を推進する。

○
観光資源の魅力について理解を促
進させ情報発信を促す必要がある。

経済産業省

「CREATIVE TOKYO」フォーラムを
開催し、海外からクリエイターを招聘
した。クール・ジャパンへの理解を深
めるとともに、海外メディアを通じた
情報発信を実施した。

「CREATIVE TOKYO」フォーラムの
継続開催とあわせて、他省庁とも連
携した海外メディア招致を実施す
る。

○
事業を実施し、海外メディアを招致し
海外メディアを通じた情報発信を行
う必要がある。

158
国際見本市の活
性化と情報発信

国際見本市は、グローバル
に情報発信する優れた場で
あるとともに、経済活性化に
つながるビジネス客を引き寄
せる有効なツールである。こ
のため、各地の観光資源と
の相乗効果を高めながら、
我が国で開催される国際見
本市の活性化を支援する。
（短期・中期）

国際見本市の誘致に関し、
支援の在り方を検討。

左記検討結果を踏まえ、必要な措置を実施。

Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ （ Meeting ， Incentive Travel ，Convention ， Event/Exhibition）の開催・誘
致に係る支援を実施。

159
情報リーダー招
へい

海外プレス、著名ブロガー、
クリエーターを招き、クール
ジャパン人気を拡大する。
(短期)

招へいプログラムの中に、
クールジャパンに関係する
取材先・訪問先を反映。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。

外国人芸術家の国内滞在型
の創作活動拠点であるアー
ティスト・イン・レジデンスと
いった、各地域の特色ある
国際文化交流事業を強力に
支援。

海外から旅行関係業者、海
外プレス、著名ブロガーを招
へいし、我が国の観光資源
の魅力について理解を促
進。

海外から報道関係者やクリ
エーターを招へいし、我が国
のクールジャパンの魅力に
ついて理解を促進。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

農林水産省

・2011年10月に決定した「我が国の
食と農林漁業の再生のための基本
方針・行動計画」において、「我が国
の高品質な農林水産物に対する信
用を高め、適切な評価が得られるよ
う、地理的表示の保護制度を導入
する」旨位置付けた。
・さらに、2011年12月に決定された
基本方針・行動計画に関する取組
方針において、「地理的表示の保護
制度については、国際的な動向を
踏まえ、適切な時期に制度を創設で
きるよう、2011年度中に有識者等に
よる研究会を立ち上げる」とされて
おり、現在、その導入に向けて、検
討を行った。

・2011年度中に立ち上げる有識者等
による研究会において、地理的表示
の保護制度について、国際的な動
向を踏まえ、適切な時期に制度を創
設できるよう検討する。
・具体的な制度設計については、国
内状況及び他国における類似制度
の運用実態を踏まえつつ検討する。

○

地理的表示の保護制度の検討を進
め、農林水産物・食品についてブラ
ンドイメージの保護、その輸出促進
を図る必要がある。

経済産業省 農林水産省と意見交換を実施した。
農林水産省における検討状況に応
じて、商標法、不正競争防止法との
整合性を確保する。

○
農林水産省における検討状況に応
じて、商標法、不正競争防止法との
整合性を確保する必要がある。

160
地理的表示保護
制度の導入検討

高品質な我が国の農林水産
物や食品について、そのブラ
ンドイメージを保護し、その
輸出促進を図るため、農林
水産物・食品に係る地理的
表示(Geographical
Indications、GI)の保護制度
の導入に向けた検討を行
い、結論を得る。
(短期)

高品質な我が国の農林水産
物や食品について、そのブラ
ンドイメージを保護し、その
輸出促進を図るため、農林
水産物・食品に係る地理的
表示(Geographical
Indications、GI)の保護制度
の導入に向けた検討を行
い、結論。

農林水産省における検討状
況に応じて、商標法、不正競
争防止法との整合性を確保
するために協力。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

外務省

経済産業省

文部科学省

総務省

法務省

財務省

161

ＡＣＴＡ（模倣品・
海賊版拡散防止
条約（仮称））の
参加促進

ブランドの価値を国際的に守
るため、アジアをはじめとす
る諸外国に対し、ＡＣＴＡへの
参加拡大を促す。
（短期・中期）

署名及び締
結に向けた作
業を推進。

関係府省と連携しつつ、二国間協議を
含む様々な交渉を通じて対象国の理解
を深め、世界レベルで保護の輪を拡大。

・ACTAは2011年5月1日より署名の
ために開放され、2011年10月には
東京において署名式を開催し、我が
国を含む8箇国が署名を行った。ま
た、2012年1月には，EU及び加盟22
箇国が署名を行った。
・日ASEAN行動計画においてACTA
について言及した。
・アジア諸国に対して、ACTAの概要
を説明するなど、協定への参加を促
すべく働きかけを行った。

国内においては締結に向けた作業
を進めるとともに、二国間・複数国間
協議など様々な機会を利用して
ACTAの概要の説明を行うなど、ア
ジアをはじめとする諸外国に対して
協定への参加を促していく。

〇

国内においては締結に向けた作業
を進めるとともに、二国間・複数国間
協議など様々な機会を利用して
ACTAの概要の説明を行うなど、ア
ジアをはじめとする諸外国に対して
協定への参加を促していく。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

総務省

・被災地域における携帯電話基地
局の復旧率は約98%であり、通話エ
リアについては原発周辺等一部地
域を除き復旧した。
・テレビジョン放送中継局（デジタル）
について、岩手県３箇所・福島県３
箇所は補助事業により復旧した。福
島県１箇所については、補助事業に
より復旧中である（なお、全ての箇
所において放送は継続中である。）
・東日本大震災で被災した地域の情
報通信基盤を復旧する地方公共団
体への支援として、情報通信基盤災
害復旧事業費補助金を創設し、交
付。

地域の情報通信基盤を復旧する地
方公共団体への支援を実施する。

○
地域の情報通信基盤を復旧する地
方公共団体への支援を実施する必
要がある。

文部科学省

・公立社会教育施設（公立社会体育
施設、公立文化施設を含む）の災害
復旧については、激甚法に基づき事
業費の３分の２を国庫補助し、残り
の３分の１についても震災復興特別
交付税で措置することとし、被害状
況を踏まえた必要な予算額を2011
年度第１次補正予算及び第３次補
正予算に計上した。
・国指定等文化財の災害復旧につ
いては、災害復旧補助率加算により
通常の修理事業の補助率を嵩上げ
して国庫補助を行うこととし、2011年
度第3次補正予算に所要の金額を
計上した。

・公立社会教育施設の速やかな復
旧に向けて必要な取組を実施する。

・国指定等文化財の速やかな復旧
に向けて必要な取組を実施する。

○
公立社会教育施設および国指定文
化財の復旧に向けて必要な取組を
実施する必要がある。

国土交通省

被災地域や周辺地域の復旧・復興
に向けた地域の取組や、当省所管
の財団法人日本ナショナルトラスト
が実施する「東日本大震災　自然・
文化遺産復興支援プロジェクト」へ
の協力・支援を実施した。

必要に応じて、被災地域や周辺地
域の復旧・復興に向けた地域の取
組を支援する。

○
必要に応じて、被災地域や周辺地
域の復旧・復興に向けた地域の取
組を支援する必要がある。

総務省

テレビ国際放送や国際共同製作等
を通じて、日本と海外双方バランス
の取れた視点を踏まえた正確な情
報を海外に向けて発信した。

被災地域・関係者の要望を踏まえつ
つ、必要な事業を実施する。

○
被災地域・関係者の要望を踏まえ
様々な施策に関し、復興に資するよ
うに配慮する必要がある。

文部科学省

・2011年9月の文化芸術の海外発信
拠点形成事業の採択にあたり、被
災地を拠点とする団体の活動に対し
て配慮した。
・2012年2月以降に実施する2012年
度文化芸術の海外発信拠点形成事
業の採択にあたり、被災地を拠点と
する団体の活動に対して配慮した。

2012年度以降においても文化芸術
の海外発信拠点形成事業の採択に
あたり、被災地を拠点とする団体に
対して配慮を行うほか、2012年度の
「東アジア共生会議」を被災地で開
催する。

○

海外発信拠点形成事業の採択にあ
たり、被災地を拠点とする団体の要
望を踏まえ、復興に資するよう配慮
する必要がある。

農林水産省
補正予算を確保し、復興に資するよ
う配慮して実施した。

被災地域・関係者の要望を踏まえつ
つ、クールジャパンに関連する様々
な施策に関し、復興に資するよう配
慮して実施する。

○
被災地域・関係者の要望を踏まえ
様々な施策に関し、復興に資するよ
うに配慮して実施する必要がある。

経済産業省

・クリエイター等を活用した、被災地
復興支援のためのプロジェクトを実
施し、東北復興のためのネットワー
ク整備を推進した。
・被災地の伝産品を都内で展示し、
商談を実施した。

被災地の伝統工芸を活用した海外
展開プロジェクトの支援を実施する。

○

被災地域・関係者の要望を踏まえ
様々な施策に関し、復興に資するよ
うに配慮して実施するとともに、伝統
工芸を活用した海外展開プロジェク
トを支援する必要がある。

国土交通省

被災地域や周辺地域の復旧・復興
に向けて、クールジャパンを用いた
観光地域づくりを行う取組の支援
や、クールジャパンに係る情報発信
などを実施した。

被災地域や周辺地域の復旧・復興
に向けて、クールジャパンを用いた
観光地域づくりを行う取組の支援
や、クールジャパンに係る情報発信
などを実施する。

○

被災地域や周辺地域の復旧・復興
に向けて、クールジャパンを用いた
観光地域づくりを行う取組を支援す
る必要がある。

クールジャパン関
連基盤の復旧・
復興

162

文化資源・観光資源・情報通
信基盤の速やかな復旧を図
る。
（短期）

被災地域における携帯電話
基地局、テレビジョン放送中
継局、ケーブルテレビ放送
施設及び公共施設間を結ぶ
地域公共ネットワーク施設を
はじめとする情報通信基盤
の速やかな復旧を図り、情
報格差の是正を支援。

被災地域や周辺地域の伝統
芸能を含む文化財、文化施
設、社会教育施設をはじめ
とする文化資源・観光資源
の速やかな復旧を図り、そ
の活用を支援。

163

クリエイティブ拠点の整備を
はじめとしたクールジャパン
に関連する様々な施策の実
施に当たり、被災地域・関係
者の要望も踏まえて当該地
域内で実施することも含め、
復興に資するよう配慮する。
（短期・中期）

被災地域・関係者の要望を踏まえつつ、クールジャパンに関連する様々な施策に関
し、復興に資するよう配慮して実施。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

164

東日本大震災に対応して抜
本的に内容を強化した公的
融資・保証により、中小企業
の資金繰り対策を強化する
とともに、被災した中小企業
の施設復旧のための人材・
資金面での支援を実施す
る。
（短期）

経済産業省

2011年度１～４次補正予算を活用
し、中小企業の資金繰り支援や中
小企業等のグループに対する復旧・
整備支援、支援専門家派遣等を
行った。

2012年度予算を活かし、引き続き、
中小企業の資金繰り支援や中小企
業等のグループに対する復旧・整備
支援に万全を期す。

○

2012年度においても、中小企業の資
金繰り支援や中小企業のグループ
に対する復旧・整備支援を実施する
必要がある。

165

権利者の協力を得て行う被
災地域に対する効果的な情
報提供、読み聞かせ、移動
図書館サービスの提供と
いった公共図書館の取組を
促進する。
（短期）

文部科学省

図書館、出版社、ＮＰＯ等と連携し、
被災地へ本を送るプロジェクトに協
力した。被災地の避難所等を回り、
図書の寄贈、読み聞かせ等を行う
日本図書館協会の「図書館支援隊」
の取組に協力した。

被災地域に対する各公共図書館の
取組を奨励する。

○
被災地域に対する公共図書館の取
組を支援する必要がある。

クールジャパン関
連基盤の復旧・
復興

東日本大震災に対応して抜
本的に内容を強化した公的
融資・保証により、中小企業
の資金繰り対策を強化する
とともに、被災した中小企業
の施設復旧のための人材・
資金面での支援を実施。

被災地域に対する効果的な
情報提供、読み聞かせ、移
動図書館サービスの提供と
いった公共図書館の取組を
支援。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

外務省
・中国などとの経済協議の開催に向
けた事前調整を実施した。

相手国の対応状況をフォローしつ
つ、様々な交渉・協議の場を通じて
働きかけを実施する。

〇
規制の緩和・撤廃の実現に向けて、
様々な機会を利用し、相手国への働
きかけを強化していく必要がある。

経済産業省

・中国に対し「日中映像交流事業
（「映画、テレビ週間」「アニメ・フェス
ティバル」）を通じて、日中両国の更
なる産業協力推進のため、規制緩
和の緩和・撤廃を働きかけた。
・2011年12月のATP（社団法人全日
本テレビ番組製作社連盟）による
「東京TVフォーラム」を支援し、海外
のコンテンツ市場の実情把握を促進
した。

アジア・コンテンツ・ビジネスサミッ
ト、日中国交正常化４０周年記念事
業、日本韓文化コンテンツ産業
フォーラムといった取組を通じ、規制
緩和の働きかけとともに、我が国の
コンテンツの流通を促進する。

〇

総務省

・日中映像交流事業において、NHK
とCCTV（中国中央電視台）との間の
番組交流を支援した。
・二国間協議の開催に向けて、関係
府省と協力・連携して著作権侵害へ
の対策強化の働きかけの準備を
行った。

二国間協議を含む様々な交渉の場
を活用し規制緩和を働きかけるとと
もに、民間交流を促進する。

〇

文部科学省

2011年6月に中国（北京・上海）で開
催された日中映像交流事業におい
て、日本の映画、アニメの上映を
行ったほか、同年の12月に実施した
日中韓文化大臣フォーラム事務レベ
ル会合において、三国の文化交流
の一層の発展に向けた話し合いを
行い、規制緩和に向けて日本文化
の理解の促進を図った。

2012年に実施予定である第4回日中
韓文化大臣フォーラムをはじめとし
た大臣会合などハイレベルの場を通
じて三国の文化交流の一層の発展
に向けた話し合いを行うほか、諸外
国で実施される文化関連事業にお
いて日本のコンテンツの紹介を行う
など、規制緩和に向けて、日本文化
の理解の促進に努める。

〇

マレーシア・ハラル産業開発公社
（HDC）と連携し、食品企業に対して
ハラル及びハラル認証制度に関す
る研修会を開催した。（2011年11月
22，24日　東京、大阪）

我が国の食品産業が、東アジア各
国への海外投資・事業展開をする上
で必要となる情報の収集整理・提供
を実施する。

○

・インドネシアにて第４回フォーラム会合
を実施した。
・植物品種保護制度に関する各種研修
を実施し、16人を受入れた。
・欧州植物品種保護庁（ＣＰＶＯ）調査の
ための検討会を実施した。
・審査基準に関する指導を行うため、専
門家をタイへ派遣した。
・海外の局長級職員を受入れ、植物品
種保護に関するセミナーを実施した。
・審査に関わる高度な実践的指導をマ
レーシアで実施した。
・欧州植物品種保護庁（ＣＰＶＯ）調査を
実施した。
上記取組を実施した結果、東アジア地
域における植物品種保護制度について
の普及啓発、審査に関する技術面の向
上等が図られた。また、ＣＰＶＯの設立
経緯等が判明した。
・審査基準に関する指導を行うため、専
門家をタイ・インドネシア・シンガポール
へ派遣した。
・カンボジアにて意識啓発セミナーを実
施した。
・審査に関わる高度な実践的指導をマ
レーシアで実施した。
・タイにて第５回フォーラム会合事前協
議を実施した。
上記取組を実施した結果、東アジア地
域における植物品種保護制度について
の普及啓発、審査に関する技術面の向
上を図った。

東アジア植物品種保護フォーラムを
活用して、植物品種保護制度につい
て各国に対して普及啓発・研修を実
施する。
各国の実情に合わせた、より高度な
指導といった取組に向けた専門家
の派遣、研修生の受入れを実施す
る。
東アジア品種保護庁設立を視野に、
昨年にそのモデルとなる欧州植物
品種庁の取組を調査する。

〇

166

クールジャパンに
関する諸外国の
規制の緩和・撤
廃

アジア市場をはじめとする諸
外国におけるコンテンツや食
に関する規制の緩和・撤廃
を強く働きかけ、実現する。
(短期・中期)

二国間協議（日中経済パートナーシップ協議、日韓経済
局長協議など）の場において関係国と協議し、規制緩和
を引き出す。また、これまでの要請事項(映画や放送番
組規制)に関する相手国の対策状況をフォローし、状況
を踏まえ、トップ外交を展開。また、関係府省と連携し、
民間交流を通じて相手国の民間側からの緩和の機運を
醸成。

要請した事
項の規制緩
和を実現。

「アジア・コンテンツ・ビジネスサミット」や「日中韓文化コ
ンテンツ産業フォーラム」といった多国間及び二ヶ国間の
国際対話の場を通じて、関係国に対して規制の緩和・撤
廃を働きかけ。

二国間協議を含む様々な交渉の場を活用し、規制緩和
を働きかけ。日中映像交流事業をはじめとした事業を通
じて、民間交流を深めることにより、相手国の民間側か
らの規制緩和への機運を醸成。

二国間協議を含む様々な交渉の場を活用し、関係府省
と対応方針を協議しつつ、文化交流にあたっての規制緩
和に取組。

農林水産省

マレーシア政府機関と連携
し、食品企業のハラル及び
ハラル認証制度（注）の理解
を深めるための研修会を開
催。
（注）ハラル認証制度：イスラム教
義に従った食品の規格の管理を行
う制度。

東アジア植物品種保護フォーラムを活用して、植物品種保護制度につ
いて各国に対して普及啓発・研修を実施。
各国の実情に合わせた、より高度な指導といった取組に向けた専門
家の派遣、研修生の受入れを実施。
東アジア品種保護庁設立を視野に、そのモデルとなる欧州植物品種
庁の取組を調査。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

外務省

11か国13都市（ソウル，上海，香
港，シンガポール，ニューデリー ，
ハノイ，サンパウロ，ニューヨーク，
ロサンゼルス，ロンドン，パリ, バン
コク, ジャカルタ）においてクールジャ
パン支援現地タスクフォースを立ち
上げ。順次会合を実施した。

同タスクフォースを活用して、在外公
館を中心に関係者間の情報共有や
具体的事業の実施における連携を
推進する。

○

クールジャパン支援現地タスク
フォースを活用して、在外公館を中
心に関係者間の情報共有や具体的
事業の実施における連携を推進し、
クールジャパン展開を強化する必要
がある。

経済産業省

ムンバイ、シンガポール及びインド
ネシアにおける現地タスクフォース
への民間企業の参加を呼びかけ
た。

関係府省と連携しつつ、引き続き、
各国でタスクフォースへのJETROや
現地企業の参画を呼びかけるととも
に、民間ミッションによる在外公館の
活用を支援する。

○

クールジャパン支援現地タスク
フォースへのＪＥＴＲＯや現地企業の
参画を呼びかけるとともに、民間ミッ
ションによる在外公館の活用を支援
する必要がある。

農林水産省

上海、シンガポールの「食品産業海
外連絡協議会」において、日系食品
企業に対し、タスクフォースへの参
画を呼びかけ、在外公館の活用を
支援した。

「食品産業海外連絡協議会」におい
て、日系食品企業に対し、タスク
フォースへの参画を呼びかけ、在外
公館の活用を支援する。

○

クールジャパン支援現地タスク
フォースへの日経食品企業の参画
を呼びかけるとともに、民間ミッショ
ンによる在外公館の活用を支援する
必要がある。

国土交通省
タスクフォース立ち上げに伴い、観
光ＰＲ連携の立場で、JNTO現地事
務所が参画した。

JNTO現地事務所の立地におけるタ
スクフォース立ち上げに関して、
JNTOの参画を促す。

○

クールジャパン支援現地タスク
フォースへのＪＮＴＯの参画を促すと
ともに、観光ＰＲにあたって民間ミッ
ションによる在外公館の活用を支援
する必要がある。

168

クールジャパンに
関する文化関係
者のネットワーク
形成

東アジア諸国の文化人・芸
術家が一堂に会する会議を
日本において開催し、人的
ネットワークを構築するととも
に東アジア諸国の文化交流
を促進することを通じ、クー
ルジャパンの発信のための
基盤を強化する。
(短期)

文部科学省
2011年12月に東アジア共生会議
2011（東アジア文化芸術会議）を東
京で実施した。

2012年度においては、東アジア共生
会議の実施に係る予算を拡充し、人
的ネットワークを構築及び東アジア
諸国の文化交流を一層促進する。

○

事業を実施し、人的ネットワークの
構築および東アジア諸国の文化交
流を促進し、情報発信の基盤を強化
する必要がある。

169

農林水産品・食品の輸出に
当たって検疫条件を満たす
ための施設を整備する。
（短期）

農林水産省
11か所の精米工場及び、25か所の
くん蒸倉庫に対して支援した。

精米工場及びくん蒸倉庫へ支援す
る。

○
精米工場及びくん蒸倉庫への支援
を行うとともに、中国向け精米の輸
出を促進する必要がある。

170

日本をアジアや世界におけ
るクリエイティブ分野の中核
的な発信地とするため、首都
東京のブランドの再確立や
地域におけるクリエイティブ
拠点の整備を推進する。
（中期）

経済産業省

・有識者による研究会を開催し、拠
点整備に向けた指針を策定した。
・産官学が連携し、春秋に東京のク
リエイティブ・イベントを一体的に発
信する取り組みを実施し、まちを挙
げて東京ブランドの回復を推進し
た。

・拠点整備に向けた指針を踏まえ、
支援策を検討する。
・より多くの事業者等の参画の下、
東京のクリエイティブ・イベントを一
体的に発信する取り組みや新たな
連携イベントを促進する。

○
拠点整備に向けた指針を踏まえ、ク
リエイティブ拠点の整備を推進する
必要がある。

経済産業省

映画・映像製作関連の教育機関へ
の留学支援を実施した。
共同製作や企画開発などプロ
デューサーを対象とするトレーニン
グ（セミナー）を開催した。

映画・映像製作関連の教育機関へ
の留学を支援を行い、カリキュラム
を活用したセミナー開催等により、
人材の育成を図るとともに、国際実
務に精通する「エンターテインメント・
ロイヤーズ・ネットワーク」とコンテン
ツ事業者との交流の場を設けること
で、国際的なビジネスへの対応を強
化を図る。

○

映画・映像制作関連の教育機関へ
の留学を支援するとともに、プロ
デューサーを対象とするトレーニン
グを進める必要がある。

文部科学省

2011年度研修生の派遣を実施し、
海外における実践的な研修機会を
提供するとともに、2012年度の研修
生の選考を実施した。
エンターテイメント・ロイヤーズ・ネッ
トワークの会員と情報交換を行うと
ともに、事業者の要望を把握した。
引き続き選考を実施し、2011年度内
に研修生を内定した。

新進芸術家海外研修制度を継続し
て実施し、新進プロデューサーの育
成に取り組む。
コンテンツ事業者の要望に応じて当
該事業者とエンターテイメント・ロイ
ヤーズ・ネットワークの交流に協力
する。

○

新進プロデューサーの育成に関する
取組を充実を促進するとともに、コン
テンツ事業者とエンターテイメント・ロ
イヤーズ・ネットワークの交流に協力
する必要がある。

171
プロフェッショナ
ル人財の育成

プロデューサーの育成を支
援するとともに、国際実務に
精通する「エンターテインメン
ト・ロイヤーズ・ネットワーク」
とコンテンツ事業者との交流
の場を設け、国際的なビジネ
スへの対応を強化する。
（短期）

米国といった最先端の映画・映像製作関連の教育機関
への留学を支援する事業を実施するとともに、２０１０年
度委託事業で作成した「プロデューサーカリキュラム」を
活用したセミナーの開催、関係府省と連携し、国際実務
に精通する関係者のネットワーク構築を推進。また、事
業者の集まりとエンターテイメント・ロイヤーズ・ネット
ワークの交流を促進。

新進芸術家海外研修制度において新進プロデューサー
の海外派遣を実施。
また、コンテンツ事業者の要望に応じて当該事業者とエ
ンターテイメント・ロイヤーズ・ネットワークの交流に協
力。

東アジア文化芸術会議を
2011年に日本において開
催。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。

クールジャパンに
関する拠点の整
備

中国向け精米の輸出のため
のくん蒸倉庫及び精米工場
の条件整備への支援。

条件整備された施設を通
じた中国向け精米の輸
出。

拠点の整備のための基本指
針を策定するとともに、同指
針を関係者に提示しつつ、
アイデアを公募。

拠点を決定の上、重点的に支援。

167
在外公館による
クールジャパンの
支援強化

現地ニーズを踏まえた海外
展開を促進するため、重点
国・都市を選定し、在外公館
を中心に、現地関係機関や
民間が連携する「クールジャ
パン支援タスクフォース(仮
称)」を創設する。また、クー
ルジャパンに関する民間の
海外での活動の際に、在外
公館を中心として、施設の提
供や大使をはじめとする外
交的なプレゼンスや現地ネッ
トワークを活用した支援を行
う。
(短期)

重点国・都市において、在外
公館を中心にタスクフォース
を立ち上げ、各地でのクー
ルジャパン展開を強化。

タスクフォースを核とした
海外諸国でのネットワーク
展開・拡大を推進。

タスクフォースへの日本貿易振興機構（JETRO）や現地
企業の参画を呼びかけるとともに、民間ミッションによる
在外公館の活用を支援。

日系食品企業の情報共有を目的として設立された「食品
産業海外連絡協議会」（北京、上海、広州、シンガポー
ル、バンコク）の参加メンバー企業にタスクフォースへの
参画を呼びかけ。また、民間ミッションによる在外公館の
活用を支援。

タスクフォースへの国際観光振興機構（JNTO）の参画を
促すとともに、観光PRにあたって民間ミッションによる在
外公館の活用を支援。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

172

若手アニメーターに制作機
会を提供することを通じ、人
財育成を推進する。
(短期)

文部科学省

・若手アニメーターが制作スタッフと
して参加する作品を決定し、オン・
ザ・ジョブ・トレーニング（ＯＪＴ）を組
み込んだ実際のアニメーション制作
現場における作品の制作を実施し、
作品の発表機会を提供した。

実際のアニメーション制作現場にお
ける若手アニメーターの人材育成の
ための取組を継続する。

○
若手アニメーターによる作品の発表
機会の充実を図る必要がある。

173

コンテンツ分野に関し、専門
学校や大学と産業界が連携
する産学コンソーシアムを設
置し、社会人が学びやすい
学習体系の導入も含め、実
践的な職業能力を育成する
学習システムを構築する。
(短期)

文部科学省
2011年11月より事業を開始した。
（成長分野等における中核的専門
人材養成の戦略的推進事業）

2011年度の取組を踏まえ、職業実
践的な教育の質の向上・保証の仕
組みや、社会人等の実践的な職業
能力を育成する効果的な学習体系
の構築に向けたカリキュラムの開
発・実証や取組の評価を行う。

○
新たに開発されたカリキュラムの普
及を図る必要がある。

174

若手を含め、海外クリエー
ターの招へいを通じ、クリ
エーターの国際交流を促進
する。また、日本各地に、海
外クリエーターの創作活動
の拠点（アーティスト・イン・レ
ジデンス）を形成する。
(短期)

文部科学省
・海外の優秀な若手クリエイターを
招へいし、作品制作、上映会の開催
や人材交流を行った。

・2012年度予算案において、海外の
優秀な若手クリエイターの招へいを
実施し、人材交流や人材育成を促
進する。

○
アーティスト・イン・レジデンスの成果
の普及を図る必要がある。

175
クリエーターの裾
野拡大

コンテンツ分野のクリエー
ターによる学校訪問の機会
を拡充し、児童生徒の頃から
様々な芸術文化表現を体験
することにより、コミュニケー
ション能力や様々な作品の
真の価値を見極める能力を
涵養するとともに、学校教育
における創造活動、知財教
育及び情報モラル教育（情
報社会で適正に活動するた
めの基となる考え方や態度
を身に付けるための教育）を
充実する。
(短期)

文部科学省

・「次代を担う子どもの文化芸術体
験事業」により、希望のあった小中
学校等に芸術家を派遣し、講話や
実技披露、実技指導を実施すること
により、学校教育における創造活動
やコミュニケーション能力を高める
教育活動の機会を充実させた。
・また、新しい学習指導要領の円滑
かつ確実な実施のため、都道府県・
指定都市教育委員会の指導主事対
象とした説明会を2011年7月に、ま
た、協議会を2011年11月に実施し
た。

・学校教育における創造活動やコ
ミュニケーション能力を高める教育
活動の機会の充実に取り組む。
・また、新しい学習指導要領の円滑
かつ確実な実施のため、都道府県・
指定都市教育委員会の指導主事等
を対象とした協議会を実施する。

○
より多くの子どもたちが文化芸術に
触れることができるよう、予算の効
率的な執行を図る必要がある。

「次代を担う子どもの文化芸
術体験事業」といった施策に
より、学校にクリエーターを
派遣し、子どもたちに文化芸
術に触れる機会を提供し、
学校教育におけるコミュニ
ケーション教育活動を推進
するとともに、新しい学習指
導要領の円滑かつ確実な実
施により、学校教育における
創造活動、知財教育及び情
報モラル教育を充実。

若手クリエーター
の育成

制作スタッフに若手人材を起用し、制作段階でオン・ザ・
ジョブ・トレーニング（ＯＪＴ）を組み込んだ実際のアニメー
ション制作現場における人材育成を実施。

コンテンツ分野に関し、専門
学校や大学と産業界が連携
する産学コンソーシアムを設
置し、新たな学習システムの
基盤を整備。

メディア芸術に関する海外の優秀な若手クリエイターの
招へいを実施し、人材交流や人材育成を促進。
外国人芸術家の国内滞在型の創作活動拠点である
アーティスト・イン・レジデンスといった、各地域の特色あ
る国際文化交流事業を強力に支援。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

経済産業省

コンテンツ
ファンドを早
急に立ち上
げ、運用を開
始するととも
に、資金の使
途の透明化
や税財政上
の支援の在り
方を検討。

国内のコンテンツを海外に展開し、
収益を獲得することを目的とする、
「（株）All Nippon Entertainment
Works」が、株式会社産業革新機構
からの１００％出資により、設立され
た。

国内のコンテンツをグローバル市場
向けにリメイクする際の、企画開発
段階について支援を行い、グローバ
ル市場から本格的な収益を獲得す
る革新的成功事例を創出する。

△
コンテンツ事業者の意見も取り入れ
ながら、事業の本格的展開を図る必
要がある。

総務省

東京ＴＶフォーラムにおけるピッチン
グセッションなどを通じた国際共同
製作の機会の創出により、民間資
金による自律的・持続的なコンテン
ツ製作・発信に必要な人材育成の
取組を実施する。

ファンドの整備状況を踏まえつつ、
民間資金による人材育成の取組を
実施する。

△
民間資金による人材確保・育成のた
めの取組を継続する必要がある。

経済産業省

2011年12月に行われたアジア・コン
テンツ・ビジネスサミットでは、シンガ
ポールよりアジア地域におけるコン
テンツ流通の専用チャンネルの構想
の提案があり、検討した。

アジア・コンテンツ・ビジネスサミット
で提案されたコンテンツ流通の専門
チャネルが有効と判断された場合、
各関連業界・企業に広くご案内し、
実際のビジネス促進につながる提
案を実施する。

○
中国に新たに設置された拠点の更
なる活用を図る必要がある。

総務省

国際共同製作による地域コンテンツ
の海外展開に関する調査研究を実
施し、国際共同製作の機会を創出し
たことにより、国際共同製作の機会
の創出により我が国の映像コンテン
ツの海外展開を支援した。

左記結果を踏まえ、今後の国際共
同製作の在り方に関する調査を行
う。

○
国際共同製作の在り方に関するちゅ
さ結果を踏まえた施策を策定する必
要がある。

経済産業省

・2011年度に、公益財団法人ユニ
ジャパンと連携し、文化芸術振興費
補助金（国際共同製作）の申請時の
要件となっている共同製作認定につ
いて、13作品を認定した。それを受
け、文化庁は2011年度は5作品の支
援を決定した。
・地域活性化統合事務局が推進す
る総合特区の枠組みにおいて、コン
テンツ特区の創設に向けた支援を
行った。

・国際共同製作支援の定着に向け
て、共同製作認定における条件の
見直しも含め検証・検討を行う。
・コンテンツ特区の創設に向けた支
援を行うと共に、その他インセンティ
ブについての検討を進める。

〇

国際共同製作の促進のため、共同
製作認定における条件の見直しも含
め検証・検討の上、適切な措置を講
じる。

総務省

海外の放送局との映像コンテンツの
共同製作の機会の創出により、我
が国の映像コンテンツの海外展開を
支援した。

左記事業の結果を踏まえ、今後の
国際共同製作の在り方に関する調
査を行い結論を得る。

〇

海外の放送局との映像コンテンツの
共同製作事業を着実に実行するとと
もに、支援を行っていくことが必要で
ある。

177
海外における流
通経路の確保
（短期）

アジアの海外チャンネルの
番組枠の確保や流通会社の
活用及び情報収集や現地企
業との調整を行う拠点の整
備に対する支援により、流通
経路を確保する。

中国に新たに設置した拠点
を通じて、アジア地域におけ
るコンテンツ交流や海外展
開の支援強化を図るための
支援を実施。

地域の放送局や番組制作会
社と海外の放送局との共同
製作を支援することにより、
コンテンツの海外展開を実
施。

左記結果を踏まえ、地域
の放送局や番組制作会社
と海外の放送局との共同
製作に対する支援を更に
強化し、コンテンツの海外
展開を実施。

178
国際共同製作
促進の支援（短
期・中期）

国際共同製作や撮影誘致を
円滑化するための仲介機能
の強化を図るとともに、イン
センティブとして国内制作費
の一定割合を助成すると
いった税財政上の支援の在
り方を検討する。

2011年度より新たに創設さ
れた、文化芸術振興費補助
金（文化庁）における国際共
同製作支援枠に関して、文
化庁と協力し、適切に運用。
また、その他のインセンティ
ブの方策について検討。

支援案件を積み重ねることにより、我が
国における共同製作支援制度としての
定着を図る。また、検討結果を踏まえ、
その他のインセンティブについて必要な
措置を実施。

地域の放送局や番組制作会
社と海外の放送局との共同
製作を支援することにより、
コンテンツの海外展開を実
施。

左記結果を踏まえ、地域
の放送局や番組制作会社
と海外の放送局との共同
製作に対する支援を更に
強化し、コンテンツの海外
展開を実施。

　「知財計画２０１０」からの施策

176

海外展開資金
を供給する仕組
みの創設
（短期・中期）

海外展開資金を供給する仕
組みとして、ファンドの迅速
な設置を行うとともに、民間
資金によるコンテンツ製作へ
の投資を促すため、投入さ
れた資金の使途の透明化や
税財政上の支援の在り方を
検討する。

ファンドの運用を通じて、我が国コンテンツのライツを核
に収益を上げる事例を創出し、コンテンツ業界内外か
らの投資を促進。

コンテンツ製作・発信の資金
を供給する仕組みの在り方
について調査した結果を基
に、民間資金による自律的・
持続的なコンテンツ製作・発
信の活発化のために必要な
人材確保・育成のための環
境の整備策を検討。

左記検討結果に基づき、必要な施策を
順次実施。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

経済産業省

経済産業局と連携し、国内フィルム
コミッションの会合等に参加し、ロケ
誘致に係る地域別のニーズについ
て調査した。
関係府省と連携し、受け入れ体制強
化の方策は、2011年12月に指定さ
れたコンテンツ特区の国と地方の協
議会の内容を踏まえて検討した。

左記の検討結果をふまえ、海外映
画の受入れ体制強化を促進するた
めの施策を、国内フィルムコミッショ
ンや関係府省と連携して検討を実施
する。

○

海外からの映画撮影受け入れ促進
のため、特区が実効的あるものとな
るよう、特区の主体自治体を支援す
る必要がある。

警察庁

・2011年7月、フィルムコミッションの
全国組織である特定非営利法人
ジャパン・フィルムコミッションが開催
する研修会に講師として職員を派
遣、道路使用許可等に関し、必要な
情報提供を実施した。
・道路使用許可に関する各種照会
に対し対応した。

・経済産業省と連携し、道路使用許
可に関する必要な情報提供を実施
する。

○
総合特区の取組について支援する
必要がある。

国土交通省
劇用車を使用するに当たっての臨
時運行許可に関する必要な情報提
供を実施した。

劇用車を使用するに当たっての臨
時運行許可に関する必要な情報提
供などを実施する。

○
総合特区の取組について支援する
必要がある。

180

海外のユー
ザーに直接ネッ
ト配信する仕組
みの構築
（短期・中期）

ネット上で日本のアニメや音
楽を海外に配信する仕組み
の構築を支援する。

経済産業省

民間有識者からなる委員会を開催
し、マルチデバイスに対応可能な水
平分業型モデルのコンテンツ配信プ
ラットフォームを用いた実証実験を
行い、海外向け配信ビジネスで必要
となる様々な要素の検証と課題の
抽出を行った。

コンテンツ配信プラットフォームのビ
ジネスモデルの構築に向けて必要
な環境整備を実施する。

○

昨年度の実証実験結果を踏まえ、コ
ンテンツ配信プラットフォームの構築
に向けて必要な環境整備に取り組
む必要がある。

総務省

国際共同制作による地域コンテンツ
の海外展開に関する調査研究を実
施し、国際共同製作の機会を創出し
たことにより我が国の映像コンテン
ツの海外展開を支援した。

左記結果を踏まえ、今後の国際共
同製作の在り方に関する調査等を
行う。

○
地域の放送局や番組制作会社と海
外放送局との共同制作を支援する
必要がある。

国土交通省

地域で制作された映像について、海
外旅行博覧会で活用するなど、放
映機会提供することにより、観光促
進も含めた支援を実施した。

地域で制作された映像の活用を図
る。

○
地域で制作された映像コンテンツに
ついて、放送機会を提供し観光促進
を支援する必要がある。

経済産業省

各経済産業局と連携し、２０１０年度
に作成した「映像コンテンツを活用し
た地域プロデュースカリキュラム」の
普及を図った。

「映像コンテンツを活用した地域プロ
デュースカリキュラム」の普及をはか
り、全国各地で地域資源を活用した
映像制作による人材育成および地
域振興の取組が進むように支援し
た。

○
地域支援を活用した映像制作による
人材育成及び地域振興の取組を支
援する必要がある。

182
NHKによる外部
制作事業者の
活用促進(短期)

多様な番組が放送されるよ
うにする観点から、公共放送
機関であるNHKが外部制作
事業者（優れた若手作家を
含む。）の活用を促進するこ
とを通じ、制作機会の創出を
図る。

総務省

基幹放送普及計画の改正により、
2011年4月以降、NHKのBSデジタル
放送における外部委託番組等の比
率に係る規定を適用し、NHKにおけ
るこれらの取組を促進した。

ＮＨＫにおける外部委託の促進を働
きかける。

○
NHKによる外部委託についての働き
かけを継続する必要がある。

2011年4月以降のNHKのBS
デジタル放送において外部
委託番組及び共同制作番組
の比率が高まるようNHKとし
ての取組を促進。

民間の取組の動向を把握
し、政策要望に応じた支援を
実施。

181
地域発コンテン
ツ製作支援の
強化（短期）

観光促進も含めた地域発コ
ンテンツ製作支援を拡充す
る。

地域の放送局や番組制作会
社と海外の放送局との共同
製作を支援することにより、
コンテンツの海外展開を実
施。

左記結果を踏まえ、地域
の放送局や番組制作会社
と海外の放送局との共同
製作に対する支援を更に
強化し、コンテンツの海外
展開を実施。

観光に資する映像制作を支
援。

２０１０年度に作成した「映像
コンテンツを活用した地域プ
ロデュースカリキュラム」の
普及を図ることにより、全国
各地で地域資源を活用した
映像制作による人材育成お
よび地域振興の取組が進む
ように支援。

179
大型映画の撮
影誘致の促進
（中期）

大型映画の撮影を誘致する
ため、関係法令の諸手続の
円滑化や近隣住民の理解促
進を図るための取組を推進
する。

国内フィルムコミッションや関
係府省と連携し、地域の
ニーズに照らし合わせつつ、
海外映画の受入れ体制強化
を促進するための方策を検
討。

左記の検討結果に基づき、必要に応じ
て、国内フィルムコミッションや関係府省
と連携し施策を実施。

海外映画の受入れ体制強化
を促進するための経済産業
省の検討に対し、道路使用
許可に関する必要な情報提
供を実施。

経済産業省の施策と連携して、大型映
画を撮影しようとする実施主体に対する
必要な情報提供といった取組を実施。

海外映画の受入れ体制強化
を促進するための経済産業
省の検討に対し、劇用車（映
画用の特殊車両）を使用す
るに当たっての臨時運行許
可に関する必要な情報提供
などを実施。

経済産業省の施策に必要な協力を実
施。
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長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

「グローバルＣＯＥプログラム」にお
いて、早稲田大学「演劇・映像国際
的教育拠点」、立命館大学「日本文
化デジタル・ヒューマニティーズ拠
点」について支援を実施した。

「グローバルＣＯＥプログラム」にお
いて支援した早稲田大学「演劇・映
像国際的教育拠点」、立命館大学
「日本文化デジタル・ヒューマニ
ティーズ拠点」について、取組の評
価を行う。

○
グローバルＣＯＥプログラムの成果
の公表を通じて、同様の取組の普及
を図る必要がある。

・国内外の関連施設、大学等の高
等教育機関、関係業界・企業、関係
府省との連携を強化するため、各分
野ごとに設置する会議において、関
係者間の意思形成を図るとともに、
連携を促進する事業や調査研究を
実施した。
・連携事業や調査研究を取りまとめ
るとともに、今年度の取組を総括す
る分野ごとの会議を開催した。

2012年度においても、メディア芸術
情報拠点・コンソーシアムの構築を
推進するための事業を実施する。

○
メディア芸術情報拠点・コンソーシア
ムの構築のための予算を確保し、そ
の事業の充実を図る必要がある。

・2011年11月から成長分野等におけ
る中核的専門人材養成の戦略的推
進事業を開始。
・効果的な学習体系の構築に向け
たカリキュラムの開発などを検討し
た。

2011年度の取組を踏まえ、職業実
践的な教育の質の向上・保証の仕
組みや、社会人等の実践的な職業
能力を育成する効果的な学習体系
の構築に向けたカリキュラムの開
発・実証や取組の評価を行う。

○
開発されたカリキュラムの普及を図
る必要がある。

経済産業省

2010年度のアニメ人材育成事業で
策定したカリキュラム及び教材を用
いて「教育者向けワークショップ」を
実施した。

教育者向けのワークショップにより、
アニメ人材育成事業の成果の普及
を促進する。

○
策定されたカリキュラムの普及を図
る必要がある。

総務省

国際共同製作による地域コンテンツ
の海外展開に関する調査研究によ
るコンテンツの海外展開支援を通じ
て、次世代映像コンテンツ製作技術
の展開方策について検討した。

次世代映像コンテンツ製作技術の
展開方策について検討。

△
次世代映像コンテンツ製作技術の
展開方策について結論を得る。

文部科学省

2011年度研修生の派遣を実施し、
海外における実践的な研修機会を
提供するとともに、2012年度の研修
生の選考を実施し、2011年度内に
研修生を内定した。

2012年度予算成立後、2012年度研
修員の決定及び派遣を実施する。
研修などの支援を充実する。

○

新進のクリエーター、プロデューサー
の海外派遣を継続し、人材育成や
海外とのネットワークの構築を支援
する必要がある。

経済産業省

映画・映像製作関連の教育機関へ
の留学支援を実施した。
共同製作や企画開発などプロ
デューサーを対象とするトレーニン
グ（セミナー）を開催した。

教育機関への留学支援や国際マー
ケットを活用した国際的なクリエー
ターやプロデューサーを育成し、海
外ネットワークを構築。

○
知財関連の知識を有するプロデュー
サーの育成も視野に入れる必要が
ある。

総務省

国際共同製作による地域コンテンツ
の海外展開に関する調査研究を実
施し、国際共同製作の機会を創出し
たことにより、海外の放送局とのネッ
トワークを構築し、国際共同製作を
通じた人材育成を支援。

前年度の事業成果を踏まえ、国際
共同製作の機会の創出により国際
共同制作を通じた人材育成を支援
する。

○
国際共同製作の機会拡充を図る必
要がある。

184

海外のクリエー
ターとのネット
ワーク構築
（短期）

世界に通用するクリエーター
やプロデューサーを育成する
ため、海外派遣を通じた海
外とのネットワーク構築に対
する人材育成支援策を実施
する。

新進芸術家海外研修制度に
おいて新進のクリエーター、
プロデューサーの海外派遣
を実施。

米国といった最先端の映画・
映像製作関連の教育機関へ
の留学を支援する事業を実
施。
アジア各国の官民有識者が
集まる「アジア・コンテンツ・
ビジネスサミット（ACBS）」や
国際マーケットといった場を
活用し、海外とのネットワー
クの構築を図るとともに、世
界に通用するクリエーターや
プロデューサーの育成に関
する基盤整備事業を実施。

地域の放送局や番組制作会
社と海外の放送局との共同
製作を支援することにより、
国際共同制作を通じた人材
育成を実施。

メディア芸術に関する情報収
集・発信や国内外の関連施
設、大学といった高等教育
機関、関係業界・企業、関係
府省との連携拠点となる「メ
ディア芸術情報拠点・コン
ソーシアム」の構築を推進。

コンテンツ分野に関し、専門
学校や大学と産業界が連携
する産学コンソーシアムを設
置し、新たな学習システムの
基盤を整備。

コンテンツ分野に関し、専門学校や大学
と産業界が連携する産学コンソーシアム
により整備された新たな学習システムの
推進。

2010年度に実施したアニメ
人材育成事業の成果を教育
者向けワークショップで普
及。

次世代映像コンテンツ製作
技術の展開方策について引
き続き検討し、結論。

左記検討を基に、次世代映像コンテンツ
製作技術の大学への展開支援。

183
コンテンツ版
COEの形成促
進（中期）

コンテンツに関する人材育成
（社会人教育を含む。）に加
え、研究開発機能を有し、中
核的な役割を果たす大学を
支援し、国内外のクリエー
ターやその志望者が集まる
拠点(コンテンツ版
COE(Center Of Excellence))
の形成を促進する。

文部科学省

「グローバルＣＯＥプログラ
ム」の大学におけるＣＯＥ形
成支援について、在り方を検
討。

左記検討結果を踏まえ、必要な措置を
実施。

35



長　期 評価 今後の課題
項目
番号

項目名 施策内容 担当府省 短　期 中　期 進捗状況

経済産業省

2010年度のアニメ人材育成事業で
策定したカリキュラム及び教材を用
いて「教育者向けワークショップ」を
実施した。

教育者向けのワークショップ等によ
り、アニメ人材育成事業の成果の普
及を促進する。

○
ワークショップの拡充を図る必要が
ある。

総務省

国際共同製作による地域コンテンツ
の海外展開に関する調査研究を実
施し、国際共同製作の機会を創出し
たことにより、海外に通用する高度
な映像コンテンツの製作ノウハウの
蓄積・共有を推進した。

前年度の事業成果を踏まえ、国際
共同製作の機会の創出により海外
に通用する高度な映像コンテンツの
製作ノウハウの蓄積・共有を支援す
る。

○
海外に通用する高度な映像コンテン
ツの製作ノウハウを普及する必要が
ある。

186

アジアからのコ
ンテンツ人材受
入れの促進（中
期）

アジアからのコンテンツ人材
受入れを促進するための環
境を整備する。

経済産業省

関係業界からのニーズを踏まえ、シ
ンガポール政府と、人材育成、専門
家交流を含めたクリエイティブ産業
協力の枠組みを構築した。

左記結果を踏まえ、改善を図りつ
つ、推進する。

○
シンガポールとの枠組みを活用して
人材交流を促進する。

経済産業省

「ぴあフィルムフェスティバル（PFF）」
の受賞者に対する短編映像製作の
支援を行い、発掘した若手クリエー
ターやその作品を東京国際映画祭
での上映機会を提供した。
ＴＩＦＦＣＯＭ2011（東京国際映画祭併
設マーケット）において、「企画マー
ケット」ととして国内外の事業展開を
想定しているクリエーターやプロ
デューサーに企画提案・商談の機会
を提供した。

若手クリエーターやその作品を国内
外で開催されるマーケットを活用し
て発表する機会を提供する。

○
若手クリエイターやその作品を紹介
する国内外の機会を拡げていく必要
がある。

文部科学省

・映画製作に関するワークショップな
どを実施し、育成対象とする若手映
画作家を選考し、短編映画製作の
ための実地研修を実施した。

短編映画製作を通じ、優れた若手映
画作家の育成を実施するため、
2012年度においても実地研修を実
施するとともに、作品の発表機会を
提供する。

○
若手映画作家の育成のための予算
を確保し、より多くの若手の参加を
促す必要がある。

187
発表の機会の
確保
(短期)

ショートフィルムの制作や映
画祭への支援により、発表
の機会を確保するとともに、
若手クリエーターを発掘す
る。

世界で通用する国内映画祭
を活用し、優秀な若手クリ
エーターを発掘。また、発掘
した若手クリエーターやその
作品を国内外で開催される
マーケットを活用して発表す
る機会を提供。

短編映画作品支援による若
手映画作家の育成を推進。

185

アニメ及び映像
コンテンツの制
作工程の高度
化(短期)

アニメ及び映像コンテンツの
制作工程の高度化(例えば
制作ノウハウの共有や3D化)
を通じた人材育成を図る。

2010年度に実施したアニメ
人材育成事業の成果をワー
クショップで普及。

国際共同製作の促進を通
じ、海外に通用する高度な
映像コンテンツの製作ノウハ
ウの蓄積・共有を推進。

関係業界からのニーズを踏
まえ、受入れ促進のために
関係府省と協議を推進。

受入れ促進のための制度
整備を推進。
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